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令和６年度行政運営方針の取組状況

令和６年11月19日（火） 10:00～12:00
ウェディングプラザアラスカ エメラルドの間
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◆有効求人倍率（季節調整値）は、令和３年４月以降１倍を上回り、令和６年９月は1.1１倍となっている。

◆雇用失業情勢は、求人が求職を上回っている状況にあるが、横ばいで推移している。引き続き、物価上昇

等が雇用に与える影響に留意する必要がある。

Ⅰ 労働行政を取り巻く情勢

１ 最近の雇用情勢

4

有効求人数、求職者数及び有効求人倍率の推移（受理地別・季節調整値）
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Ⅰ 労働行政を取り巻く情勢

２ 労働行政を取り巻く最近の情勢
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雇用保険法等の一部改正法律（第213回通常国会成立 令和6年法律第26号）

１ 雇用保険の適用拡大【令和 10 年 10 月１日施行】
週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満の労働者を新たに雇用保険の適用対象とする。

２ 教育訓練やリ ・ スキリング支援の充実 【①令和７年４月１日施行、②令和６年 10 月１日施行、③令和７年 10 月１日
施行 】
① 自らの意思により離職する者に対して設けられている基本手当の給付制限について、現行の 「２ヶ月 」の給付制限期間を
「１ヶ月 」 とするとともに 、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を課さずに基本手当を
支給する。
② 教育訓練給付金の給付率を拡充する。
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、
基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

３ 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【① 令和６年５月 17 日施行、②令和７年４月１日施行】
① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置廃止する 。（本来は給付費の 1/8 だが、暫定措置で 1/80 とされている。）
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ、保険財政の状況に応じて引き下げられるようにする 。

４ その他雇用保険制度の見直し 【令和７年４月１日施行】
教育訓練支援給付金の給付率の引下げ 及びその暫定措置の令和８年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ
等の暫定措置の令和８年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象の拡
大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。

改正の概要

改正の趣旨



Ⅰ 労働行政を取り巻く情勢
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２ 労働行政を取り巻く最近の情勢

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び
次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要（令和６年法律第42号、令和６年５月31日公布）

１．子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
① ３歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握したうえで、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ
（※）、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が２つ選択

② 所定外労働の制限（残業免除）の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子（現行は３歳になるまでの子）を養育する労働者に拡大する。
③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校３年生（現行は小学校就学前）まで拡大するとともに、
勤続６月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ ３歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

２．育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超（現行1,000人超）の事業主に拡大する。
② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限（現行は令和７年３月31日まで）を令和17年３月31日まで、10年間延長する。

３．介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備（労働者への研修等）を事業主に義務付ける。
③ 介護休暇について、勤続６月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取

得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ず

る。

改正の概要

改正の趣旨

令和７年４月１日（ただし、２③は公布日、１①及び⑤は令和７年10月１日）

施行期日



Ⅱ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等
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Ⅱ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

１ 事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者等の生産性向上に向けた支援の強化

【下半期の取組】
◆引き続き、「青森働き方改革推進支援センター」と連携し、業務改善助成金の周知及び利用勧奨を行う。

8

【取組の概要】最低賃金・賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事業者の生産性向上が不可欠であり、業務改善助成金の活用促進により、業
務改善や生産性向上に係る企業のニーズに応え、賃金引上げを支援する。また、「働き方改革推進センター」によるワンストップ相談窓口において、
きめ細やかな支援を行う。

◆業務改善助成金

＜令和６年度の主な支給要件＞
１ 賃金引上げ計画を策定し、就業規則等の規定による引上げ後の賃金額を支払うこと
２ 生産性向上や労働能率増進に資する機器・設備等の導入により、業務効率化のための事

業を行い、その費用を支払うこと
＜令和６年度の交付申請期限＞ 令和６年12月27日（金）

＜令和６年度における交付申請等の状況 令和６年９月末現在＞

事業場内で最も低い賃金の引上げ、設備投資等を行った小規模事業者等に、その費用の一部を助成

192件交付申請件数

79件交付決定件数

107,366,000円交付決定額

◆業務改善助成金の活用事例 ※令和５年度に支給された事業場の取組事例
１ 業種：高齢者福祉施設
● 入所者向け給食献立の栄養管理ソフトウェアを、新規導入した。

⇒ 給食の栄養管理が自動化し、栄養士の労働時間短縮と入所者の健康増進が実現した。
２ 業種：クリーニング店
● 取次店舗用POSレジシステムを、新規導入した。

⇒ 受付時の会計精算作業効率化と売上額管理の迅速化が実現した。

（別添１）または（別添
２）の表紙



２ 最低賃金制度の適切な実施

【下半期の取組】
◆引き続き、青森県最低賃金の周知を行うとともに、今後改定される産業別最低賃金の周知及び最低賃金の履行確保上問題があると考えられる業種
等に対して重点的に監督指導を行う。

9

【取組の概要】経済動向、地域の実情を踏まえつつ、充実した審議が尽くせるよう青森地方最低賃金審議会の円滑な運営を図る。また、最低賃金
額の改正等については、使用者団体、労働者団体及び地方公共団体等の協力を得て、周知徹底を図る。

（最低賃金制度の適切な実施）
◆ 青森県最低賃金は、時間額９５３円に改定され、10月５日から発効した。

新しい最低賃金は、９月上旬に地方公共団体等の広報誌へ掲載依頼を行ったほか、関係団体
に対し、ポスター等を配布し周知を図った。
県内主要３市（青森、弘前、八戸）において、大型ＬＥＤビジョン動画広告により
最低賃金改正と業務改善助成金の周知を図っている（10月5日から３か月間）。

Ⅱ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等



（青森県内における指導事例）

３ 同一労働同一賃金の遵守の徹底

【下半期の取組】
◆引き続き、報告徴収により、法の履行確保を図るとともに、ホームページ、各種説明会等の場を活用して、同一労働同一賃金についての周知・広
報及びセンターの利用勧奨を行う。

10

【取組の概要】同一労働同一賃金の実現に向け、報告徴収により、パートタイム・有期雇用労働法の履行確保を図る。また、ホームページ、各種説
明会等を活用し周知・広報を行うことに加え、働き方改革に関する様々な問題に対応するためのワンストップ相談窓口である「働き方改革推進支援
センター」の利用勧奨を行う。

Ⅱ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

（雇用形態に関わらない公正な待遇の確保）

◆報告徴収の実施とセンターの利用勧奨

・127事業場を対象に報告徴収を行い、このうち何らかのパートタイム・有期雇用労働法違反が確認された111事業場に対し、是正指導を実施した。

・このほか、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等のため、同法第19条（事業主等に対する援助）に基づく助言を116事業場に対して行った。

・報告徴収実施時のほか、ホームページ、各種説明会等において「青森働き方改革推進支援センター」を紹介し、その利用勧奨を行った。

パートタイム・有期雇用労働者と正社員との
待遇差の改善状況

待遇

指導後指導前

パートタイム・有期雇用労働者に
も正社員と同一の通勤手当を支給。

正社員のみ通勤距離に応じた金
額を支給。
支給目的：通勤費の補填。

通勤手当
Ａ社（ビルメンテ

ナンス業）

正社員に支給している資格手当の
１時間当たりの金額を算出し、
パートタイム労働者の労働時間に
応じて支給。

資格を有し、当該資格に係る業
務を行っている正社員のみ月額
により支給。
支給目的：資格に係る業務への
対価。

資格手当
Ｂ社（老人福祉・

介護事業）

パートタイム労働者にも同一の付
与日数の休暇を制度化した。

正社員及び有期雇用労働者（フ
ルタイム）に制度あり。
付与目的：仕事から離れて慶弔
行事に参加するもの。

慶弔休暇
Ｃ社（水産食料品

製造業）



４ 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援

【下半期の取組】
◆令和６年10月から51人以上の企業への社会保険の適用拡大が実施されたこと、加えて、最低賃金の引上げ改定されたことから、短時間労働者が就
業調整を行うことにより人手不足の状態に陥らないよう、企業に対してキャリアアップ助成金を積極的に活用いただくよう、活用勧奨に努める。
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【取組の概要】キャリアアップ助成金のうち、「年収の壁・支援強化パッケージ」として年収の壁を意識せず働くことの出来る環境づくりを後
押しするために令和５年10月に新設した「社会保険適用時処遇改善コース」や、助成額の見直し・加算を行った「正社員化コース」をはじめ、各
コースの活用推奨を実施することにより、賃金引上げや処遇改善を進める。

Ⅱ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

支給金額(円)支給決定件数(件)申請件数(件)

101,276,250127145令和５年度

65,302,5009280
令和６年度(９月末

時点)

◆キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）

以下のいずれかの取り組みを講じた事業主に対して支援します。

・新たに社会保険の被保険者になった短時間労働者に賃金総額を増加させる取組を行った場合
・週の所定労働時間を4時間以上延長する等により、短時間労働者が社会保険の被保険者要件を
満たした場合

◆キャリアアップ助成金（正社員化コース）

・有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換し、転換後６か月間の賃金を転換前６か月間の
賃金より３％以上増額させている事業主に対して支援します。

支給金額(円)支給決定件数(件)申請件数(件)実施予定者数(人)計画届(件)

00040319令和５年度

1,125,00041516931 
令和６年度

(９月末現在)



Ⅲ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進
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【取組の概要】デジタル人材育成のため、委託訓練、求職者支援訓練のデジタル分野における定員数の増員を図り、ハローワークにおいては積極的な

受講あっせんに努め、訓練前から訓練修了後までのきめ細やかな支援を実施することにより、デジタル分野における再就職を実現する。また、企業における
人材育成を支援するため、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」及び「事業展開等リスキリング支援コース」の積極的な活用勧奨を図る。

Ⅲ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進

１ リ・スキリングによる能力向上支援
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【下半期の取組】
◆YouTubeコマーシャルの配信を継続していくとともに、ハローワークにおいてはデジタル分野を含む訓練画像の受講あっせん相談窓口での活用、訓練説明
会・訓練体験会を実施し、公的職業訓練を広く周知するとともに、受講あっせんにつなげていく。
◆求人充足会議と連携した訓練修了者の就職支援を継続し、早期再就職に向けたマッチングを促進する。

デジタル分野における新たなスキルの習得による円滑な再就職支援
◆ハローワークにおいて、デジタル分野（ＩＴ、Ｗｅｂデザイン系）に係る公

的職業訓練受講を積極的に勧奨、受講につなげるとともに、訓練期間中から
訓練修了後まで担当者制による就職支援を実施。（※１）

◆公的職業訓練の受講申込者増を図るため、YouTubeコマーシャルを制作し周
知を図る。（※２）また、訓練状況の画像を収集し、受講あっせん窓口で視覚
的に分かりやすい説明に努める。 （※３）

◆デジタル分野の求人受理に当たって、仕事内容や必要とするスキル・資格を
詳細把握し、求人部門と職業訓練部門において、保有情報を共有し、求人充
足及びデジタル分野訓練受講者の早期再就職に向けたマッチングを促進。

◆企業内での人材育成に取り組む事業主に対して、人材開発支援助成金によ
る支援を行う。特に、新規事業展開に伴う知識・技能の習得や企業内のＤ
Ｘ化を目的とした職業訓練などの取り組みに対して、「事業展開等リスキ
リング支援コース」による手厚い支援を行う。
また、デジタル人材の育成や労働者の自発的な能力開発の促進、定額制訓
練（サブスクリプション型の研修サービス）のような多様な形態の職業訓
練に対応した「人への投資促進コース」も併せて活用勧奨を行うことによ
り、労働者のリ・スキリングに向けた事業主の取り組みを多方面から支援
する。（※４）

（※１）公的職業訓練（デジタル分野）実施状況（令和６年9月末時点）  

人への投資
リーフレット

 

リスキリング
リーフレット

対前年同期比令和５年度令和６年度

52.3％増197人300人定 員 数
公 共 職 業 訓 練

求職者支援訓練
51.6％増155人235人受 講 者 数

44.9％増138人200人就職者数※
※就職者数は、各年度とも前年度の４月１日から３月31日までの訓練修了者が、訓練修了後
３か月以内に就職した件数を集計し、訓練修了後６か月経過後に確定したもの

YouTubeCM

（※３）訓練状況説明画像

事業展開等
リスキリングコース人への投資コース

31件（57人）14件（711人）計画届件数

令和５年度
23件（589人）９件（91人）支給申請件数

７件（12人）3件（８人）支給決定件数

2,529,700円6,326,500円支給決定金額

24件（46人）12件（329人）計画届件数

令和６年度
※４月～９

月

24件（41人）４件（34人）支給申請件数

20件（588人）７件（90人）支給決定件数

8,735,400円18,353,000円支給決定金額

（※２）YouTubeコマーシャル（配信数：５月～９月 240,912件）

（※４）人材開発支援助成金利用状況（令和６年9月末時点）



【取組の概要】求職者の興味、価値観、職業適性、本人のスキル・知識、など様々な角度からの職業適性検査や資料・解説動画などから様々な職
業の解説が可能な職業情報提供サイト「job tag」や、時間外労働、有給取得率、平均年齢、職員の育成等の職場情報等について複数企業を比較し求
職者が希望する働き方の企業を探す手助けとなる職場情報総合サイト「しょくばらぼ」を活用しマッチング機能の強化を進める。

２ 成長分野等への労働移動の円滑化
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【下半期の取組】
◆職業相談窓口にて求職者に対し「job tag」「しょくばらぼ」を活用し職業理解・自己理解を促進する。

Ⅲ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進

ハローワークオンライン相談ブース事業

令和６年10月から、鰺ヶ沢町中央公民館と深浦町
役場町民ホール内にＷｅｂ会議サービスを活用したオンライ
ン相談ブースを全国で初めて設置（試行実施）。

職業相談やオンラインによる紹介状発行、雇用保険制度の
問い合わせ、公共職業訓練の受講案内、移住希望者等に対す
る自治体と連携した就職支援などの求職者サービスと求人申
込み、求人充足支援、助成金相談などの求人者サービスを提
供開始。

求職者・求人者

オンライン相談ブース
（無人）

ハローワーク五所川原

ブースに来所
○専任の担当による職業相談・紹介
○予約制によるスムーズな対応 など

○町と連携した就労支援の強化
○産業施策と連携した人材確保支援
○業務の効率化 など

ハローワーク

「job tag」「しょくばらぼ」を活用し本人に適した職種、
本人の希望する働き方合致する事業所の情報を提供しマッチングを図る

（求職者）
職業適性検査
興味、価値観、
職業適性など
から適職を探る

（求職者）
職業解説・職業理解
求められるスキルなどの
資料、解説動画などから
仕事内容への理解を深める。

（安定所）
情報提供
本人が希望する職種の
求人情報を積極的に提供し
マッチングを図る。

（求人者）
事業所情報の提供
事業所で受けている認証、
表彰や定着状況、などの
情報を提供。

（求職者）
事業所情報の確認・比較
採用後の待遇や研修制度など様々な情報を
確認・比較の上で自分が希望する働き方の
企業を探す。



【取組の概要】より高い賃金で新たに雇い入れる企業に対し、労働移動に伴う経済的リスクを最小化するため、労働移動支援助成金（早期雇入
れコース）や特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）等の助成額を増額するなど拡充するとともに、求人・求職のマッチン
グ支援を継続的に実施することにより、青森県内企業における賃上げや成長分野等への労働移動を推進する。

２ 成長分野等への労働移動の円滑化
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【下半期の取組】
◆各種支援策の周知及び利用勧奨を積極的に行うとともに、求人・求職のマッチング支援を継続的に実施することにより、青森県内企業における賃
上げや成長分野等への労働移動を推進する。

Ⅲ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進

①労働移動支援助成金（早期雇入れコース）（※１） ②特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）（※３）
◆事業主の経済的事情等により離職を余儀なくされた労働者で 【成長分野】

「再就職援助計画」の対象となった方を早期に雇い入れた事 ◆デジタル・グリーン分野の業務に従事させる事業主が、就職困難者（高年
事業主に対して支援します。 齢者、障害者、母子家庭の母等、就職氷河期世代など）をハローワーク等

◆令和４年12月２日以降は、より高い賃金（雇入れ前賃金比５ の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場定着に取り組
％以上）で雇い入れた事業主には助成額を加算して支援して む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースよりも高額の助成金を
います。 支給しています。

◆令和６年４月１日以降は、早期再就職支援等助成金（雇入れ 【人材育成】
支援コース）に名称が改められ、対象者に「特定受給資格者」 ◆未経験の就職困難者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働
が追加されたほか、雇い入れ時の賃金上昇が必須要件となり 者として雇い入れ、人材開発支援助成金による人材開発を行い、賃上げを
ました。（※２） 行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースよりも高額の助成

金を支給しています。
（※１）支給実績（令和６年９月末時点）

（※３）支給実績（令和６年９月末時点）

（※２）早期再就職支援等助成金は雇入れから６か月経過後の支給申請と
なるため、令和６年９月末時点における実績は０件となる。

職業分類表の「情報処理・通信技術者」、「その他の技術の職業
（データサイエンティストに限る）」及び「デザイナー（ウェブデザイ
ナー、グラフィクデザイナーに限る）に該当する業務

デジタル
分野

職業分類表の「研究・技術の職業」に該当する業務（脱炭素・低
炭素化などに関するものに限る）

グリーン
分野

支給金額(円)支給決定件数(件)申請件数(件)

816,666４４令和６年度
4,150,000１０９令和５年度



【取組の概要】求人者に積極的に接触し、求職者の応募を容易にするための求人条件緩和指導、求職者が求人検索時に使用するハローワークイン
ターネットサービスで目につきやすい求人票の作成の助言、求人票に記載されていない情報の収集等を行い、求職者への積極的な求人情報の提供に
より求人充足を図る。

人手不足が顕著な医療・介護・保育・建設・警備・運輸分野の人材確保のためハローワーク青森、八戸、弘前に設置する「人材確保対策コー
ナー」を中心に関係団体と連携して求人充足を図る。

３ 中小企業等に対する人材確保の支援
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【下半期の取組】
◆積極的に求人者を訪問し求人条件緩和や求人票記載の助言、情報収集を行った上で求職者への情報提供を行う。
◆求人者に対し求人票の記載に関するセミナーを実施し求人票記載の充実を図る。

Ⅲ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進

（求人票の作成の助言）
◆求人事業所を直接訪問し求人票記載について助言する。
◆求人事業所に対し求職者から見て目につきやすい求人票の記載方法につ
いての集団セミナーを実施し、求人票記載の充実を図る。

令和６年度
上半期

令和5年度
上半期

44.4％38.7％全国平均
求人取込率

66.5％59.7％青森県

55.9％47.0％全国平均
求職取込率

78.1％63.6％青森県

※求人取込率：人材確保対策コーナー設置所において人材不足分野の求人に対
して人材確保対策コーナーでの支援対象求人とした割合。
※求職取込率：人材確保対策コーナー設置所において人材不足分野の職業を希
望する求職者に対して人材確保対策コーナーでの支援対象求職者とした割合。

（人材不足分野のマッチング）
◆県内３か所の「人材確保対策コーナー」において人材不足分野の求人およ
び求職者を積極的に支援対象とし、関係団体と連携してマッチング、面接会
などの人材確保対策を実施。
◆人材確保対策コーナー設置所以外においても積極的に人材不足分野の求人
者に対し面接会等の参加を呼びかけ積極的に求人充足を図る。

（求職者への求人情報提供）
◆受理した求人について、求職者とのマッチングを行い積極的に情報提供
を行う。



Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
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【取組の概要】
説明会の開催、ホームページへの掲載、各種会議・会合での説明、関係機関の広報誌への掲載依頼、関係機関、事業者団体、特別加入団体等への

周知依頼等、あらゆる機会を活用して、フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知を図る。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

１ フリーランスの就業環境の整備
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【下半期の取組】
引き続きあらゆる機会を利用して、フリーランス事業者間取引適正化等法の周知を図る。令和７年１月から発注事業者に対する調査を実施する予

定である。

◆周知取組状況（令和６年９月末）

説明会等での周知 79回
局ホームページへの掲載（修正） ４回
関係機関ホームページへの掲載依頼 50団体（各４回）
関係機関への周知依頼 107団体
特別加入団体への周知依頼 35団体
Ｗｅｂ説明会開催 10月３・４日

12月17・18・19日（予定）

１１月１日からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行
◆法の趣旨

近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーラン

スが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブル を経験していることが明
らかになっている。

個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフ
リーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を 整備するために本法が
制定された。

多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業
環境の整備」の２つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為が定められた。



Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

２ 仕事と育児・介護の両立支援
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【下半期の取組】
◆改正法の円滑な施行に向けて、オンライン説明会を開催する等、あらゆる機会を捉えて周知を図る。
◆企業において改正法に沿った対応がなされていないことを把握した場合や、労働者の権利侵害や育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが

疑われる事案を把握した場合には、助言・指導等を行う。

【取組の概要】令和６年５月に改正され、令和７年４月１日から段階的に施行される育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法についての
周知を積極的に行う。さらに、「くるみん」認定や「プラチナくるみん」認定企業等の男性の育児休業取得促進に取り組む先行企業の事例を収集し、
県内に広く周知することで、男性の育児休業取得率向上に向けた取組を促進する。
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出産者のうち、育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数

１年間（※）の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数

資料出所：(全国)厚生労働省「雇用均等基本調査」

(青森県)「中小企業等労働条件実態調査報告書」

○育児休業取得率は、女性は９割台で推移している一方、男性は上昇傾向に
あるものの女性に比べ低い水準となっている。

（※）厚生労働省：令和３年10月１日～令和４年９月30日
青森県 ：令和５年１月１日～令和５年12月31日

◆次世代育成支援対策推進法に基づく認定

計301人以上
（全117社）

101～300人
（全324社）100人以下企業規模

819117322381届出数

◆次世代育成支援対策推進法の行動計画届出数

区 分 今年度認定企業数
2件59件(42社)くるみん認定
0件５件プラチナくるみん認定

認定企業への優遇措置

・商品や広告等へのマーク使用
・公共調達の加点評価

令和６年９月30日現在

女性 男性

政府目標
令和７年：50％

主な認定基準

・女性の育児休業取得率 75％以上
プラチナくるみんくるみん

●男性の育児休業等取得率
育児休業 30％以上
又は
育児休業＋育児目的休暇 50％以上

●男性の育児休業等取得率
育児休業 10％以上
又は
育児休業＋育児目的休暇 20％以上



Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

２ 仕事と育児・介護の両立支援
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【下半期の取組】
・引き続き、ハローワークのマザーズコーナーにおいて、一人一人の状況に応じたきめ細かな就職支援を行い、Ｘ（旧Twitter）を活用したイベント
等の周知や各種支援サービスのオンライン化を推進する。

【取組の概要】子育て中の女性等を対象とした「マザーズコーナー」を青森・八戸・弘前のハローワークに設置し、担当者制によるきめ細かな就職
支援を実施。また、育児等で来所できない方への出張相談などアウトリーチ型支援の強化や各種就職支援サービスのオンライン化の推進を図る。

前年同期比令和６年度
（9月末）

令和５年度
（9月末）

マザーズコーナー
取扱状況

▲５．６％６７６７１６新規求職者数

▲３．３％２，７６５２，８５８相談件数

▲８．４％３０６３３４就職件数

１．９Ｐ９９．７％９７．８％担当者制支援によ
る就職率



【取組の概要】事業主が適切なハラスメント防止措置を講じられるよう、ウェブサイト「あかるい職場応援団」のツールなどを周知するとともに、
対策を講じていない事業主に対しては厳正な指導を行う。また、労働者と使用者の話し合いによる問題解決が難しい事案は、紛争解決援助制度等を
活用して解決を図る。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

３ ハラスメント防止対策、働く環境改善等支援、女性活躍推進

21

【下半期の取組】◆12月にパワーハラスメント対策等の説明会を開催し、職場のハラスメント撲滅月間（12月）については特別相談窓口を設置
する。引き続き、労働者からの相談に迅速かつ丁寧に対応し、法違反が疑われる事案には、積極的な指導・援助を実施する。

（職場におけるハラスメント対策の周知徹底）

※令和５年度の青森労働局における個別労働相談件数は、前年度より8.3％（745件）
減少し２年連続で９千件を割ったものの、「いじめ・嫌がらせ」に係る件数は961件
で内容別では昨年度に引き続き最多となった。
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◆法違反が疑われる相談に対する対応
労働者からの相談に迅速かつ丁寧に対応し、法違反が

疑われる相談事案には、積極的に報告徴収・請求、援助
を実施する とともに、適正な措置が講じられていない場
合には是正 指導を実施した。
〈相談端緒による件数〉（令和６年４月～９月末現在）

育介法均等法労推法
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【取組の概要】令和４年７月８日に施行された女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表が義務化された常時雇用する労働者数301人
以上の事業主に対して、確実に公表が行われるよう、助言・指導等を行い、着実な履行確保を図る。さらに、「えるぼし」認定や「プラチナえるぼ
し」認定企業等の女性活躍推進に取り組む企業の事例を収集し、県内に広く周知することで、より一層の女性の活躍推進に向けた取組を促進する。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

３ ハラスメント防止対策、働く環境改善等支援、女性活躍推進
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【下半期の取組】
◆女性活躍推進法の情報公表の定義に基づき、適切な情報公表が行われていないことを把握した場合は、助言・指導等を行う。
◆男女の賃金の差異の要因分析と情報公表を契機とした雇用管理改善に向けた取組を促すとともに、「女性の活躍推進企業データベース」の積極的

な活用勧奨を図る。

◆女性活躍推進法の行動計画届出数

計301人以上
（全117社）

101～300人
（全324企業）100人以下企業規模

49511732158届出数

◆女性活躍推進法に基づく認定

区 分 今年度認定企業数
3件19件えるぼし認定
０件１件プラチナえるぼし認定

認定企業への優遇措置

・商品や広告等へのマーク使用
・公共調達の加点評価

◆男女の賃金の差異の公表率
100％（対象企業117社）

令和６年９月30日現在

主な認定基準

「１ 採用」、「２ 継続就業」、「３ 労働時間等の働き方」、 「４ 管理職比率」、
「５ 多様なキャリアコース 」の５つの評価項目。

プラチナえるぼしえるぼし

５つの項目全てを満たし、一般事業主行動
計画に定めた目標を達成した等の要件を満
たした場合に特例認定。

満たす項目数に応じて３段階で認定。
・３段階目：５つの項目全て
・２段階目：３つ又は４つ
・１段階目：１つ又は２つ



（長時間労働の抑制に向けた監督指導等の実施）

各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると

考えられる事業場等に対する監督指導を実施した。

中小企業に対する支援として、労働時間相談・支援班による訪問支援や説明

会の実施を通じて、法制度等の周知や相談・支援を行った。

令和６年４月１日から労働時間の上限規制が適用された業種等の事業場（医

療保健業約30事業場、建設業約660事業場、道路貨物運送業及び荷主約210事業

場）に対し、関係団体と連携しながら、労働時間の上限規制等に係る説明会を

実施した。

トラック運転者の労働環境の改善のため、「荷主特別対策チーム」による発

着荷主に対する要請（長時間の恒常的な荷待ちの改善等）を50件（令和６年度

９月末まで）実施した。

◆「青森県建設業関係労働時間削減推進協議会」を開催。労働時間の短縮には、

適正な工期の確保が不可欠

であることを確認し構成員

それぞれの取組を共有した。

◆青森労働局ＨＰに労働時間

改善等に係る特設ページを設

け、「2024年問題」の解決等

に資する有用な情報をまとめ

て掲載している。

【取組の概要】中小企業・小規模事業者等が生産性を高めつつ労働時間の短縮等に向けた具体的な取組を行い、働き方改革を実現できるよう、中
小企業・小規模事業者等に寄り添った相談・支援を推進するとともに、最低基準である労働基準法等の遵守のための取組を行う。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

４ 安全で健康に働くことができる環境づくり （１）長時間労働の抑制
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【下半期の取組】
◆ 11月の「過労死等防止啓発月間」に、過労死等の要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発を行う。また、長時間労働
が疑われる事業場に対する集中的な監督指導や民間団体と連携した過労死等防止対策推進シンポジウムの開催等を行う。
◆青森運輸支局と連携し、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善青森県協議会」を開催する。労働時間の短縮には、荷主の協力による荷待ち時間
の短縮が不可欠であることを確認し、構成員それぞれの取組を共有する。引き続き、「2024年問題」の解決の一助となるよう、県や関係団体と連携していく。

令和４年度 令和５年度 令和６年度

393 311 92

違法な時間外労働 173 134 31

うち、最長者が月80時間超 70 51 22

うち、最長者が月100時間超 50 36 16

うち、最長者が月150時間超 11 9 5

うち、最長者が月200時間超 3 0 1

賃金不払残業 45 18 5

健康障害防止措置未実施 119 73 18

月45時間以内への削減 89 62 25

月80時間以内への削減 95 83 34
注…法違反以外の事業場への指導も含む ※令和６年度は９月末までの暫定値

指導
注

監督実施事業場数

法違反

◆青森働き方改革推進支援センター利用状況
令和６年９月末現在

２７９件相談件数

１３回開催回数セ
ミ
ナ
ー ４７２人参加者数

青森県社会保険労務士会受託



【下半期の取組】
◆引き続き、中小規模事業場における労働条件の枠組み及び管理体制の確立を図り、これを定着させるため、労働基準関係法令の遵守徹底のための
指導を行うほか、労働条件明示に係る省令等改正について周知徹底を図る。

（法定労働条件の確保等）

◆ 管内の実情を踏まえつつ、中小規模事業場における基本的な労働条件の枠組み及び管理体制の確立を

図らせ、これを定着させることが重要であり、引き続き労働基準関係法令の遵守徹底や、「労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知徹底を図った。

（労働契約関係の明確化）

◆ 労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する省令改正が令和

６年４月に施行されたことをはじめとする労働契約関係の明確化について周知・啓発を図った。

（各種権限の公正かつ斉一的な行使の徹底と丁寧かつきめ細やかな対応）

◆ 行政指導の適正な実施とその水準の維持・向上を図るとともに、監督権限をはじめとする各種権限の

公正かつ斉一的な行使を徹底した。

【取組の概要】企業に対する適切な労務管理に関する啓発指導等の実施及び中小規模事業場における基本的な労働条件の枠組み及び管理体制の確
立を図る。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

４ 安全で健康に働くことができる環境づくり （２）労働条件の確保・改善対策
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労基法第15条に関する勧告（労働条件明示） 58
労基法第24条に関する勧告（賃金の支払） 47
労基法第32条に関する勧告（労働時間） 69
労基法第34条に関する勧告（休憩時間） 11
労基法第35条に関する勧告（法定休日） 6
労基法第37条に関する勧告（割増賃金の支払） 4
労基法第39条に関する勧告（年次有給休暇） 0
労基法第40条に関する勧告（労働時間） 4
労基法第89条に関する勧告（就業規則） 43
労基法第108条に関する勧告（賃金台帳） 44
最賃法第４条に関する勧告（最低賃金） 25
※いずれも令和6年4月から9月までの暫定値

基本的な労働条件の枠組みに係る規定を設けた労基法の
各条文に対する指導状況（抜粋）



（青森労働局第14次労働災害防止推進計画に基づく労働災害防止対策の推進）

【取組の概要】第14次労働災害防止推進計画を踏まえ、労働災害防止団体及び業界団体等と連携のうえ、労働災害防止の取組を推進する。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

４ 安全で健康に働くことができる環境づくり （３）14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
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【下半期の取組】通年で実施する取組に加え、冬期型労働災害を防止するため、労働災害防止団体、関係団体、関係行政機関と連携し、冬期労働災
害防止運動の周知・啓発を図る。

青森労働局第14次労働災害防止推進計画の目標
死亡災害：2022年と比較して2027年においては10％以上減少する
死傷災害：2022年と比較して2027年までに新型コロナウイルス感染症

以外の労働災害が2％以上減少する

【上半期の取組】

労働局長パトロールの実施
労働災害防止団体、関係団体等と連携したパトロールの実施
（介護施設・小売業）“+Safe”協議会の開催
青森県地域両立支援推進チーム会議の開催（治療と仕事の両立支援）
労働災害防止団体、関係行政機関への災害防止対策の取組依頼
全国安全週間、全国労働衛生週間、熱中症対策等の広報
集団指導、個別事業場への啓発指導

【上半期の状況】※令和6年１～９月までの状況

死亡者数は、９月末時点で７人（昨年同期は４人）となっている。
休業４日以上の死傷者数は、新型コロナウイルス感染症を除き９月末時点
で928人（昨年同期は977人）となっている。
うち冬期労働災害は120人、労働者の作業行動に起因する労働災害は393
人（転倒298人、動作の反動・無理な動作115人）となっている。
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【取組の概要】
社会的関心が高い過労死等事案に係る労災請求については、脳・心臓疾患及び精神障害の各労災認定基準を踏まえ、迅速・適正な事務処理を一層推進する。
業務による新型コロナウイルス感染症に係る労災請求については、その罹患後症状も含め、的確に労災保険給付を行う。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

４ 安全で健康に働くことができる環境づくり （４）労災保険給付の迅速な・適正な処理
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【下半期の取組】
◆過労死等事案について、引き続き、的確な資料の収集や労働時間の把握・特定等を行い、労災認定基準などに基づく的確な事務処理に努める。特に、精神
障害事案は、昨年改正された労災認定基準に基づき、適正な調査・決定を行う。
◆新型コロナウイルス感染症に係る労災請求事案についても、引き続き、迅速かつ的確な調査・決定に努める。

（労災保険給付の迅速・適正な処理）

◆過労死等事案の労災請求状況

【全国の状況】脳・心臓疾患事案は、高止まりの状態が続いている。精神障害事案は、

新型コロナウイルス感染症の影響により社会全体の経済活動が停滞した令和２年度の微

減を除くと、毎年過去最高の請求件数を更新している。

【青森県の状況】全国の状況と傾向は概ね同様であり、脳・心臓疾患事案は高止まりと

なっている。精神障害事案は、令和２、３年度と減少していたが、令和４年度に再び増

加に転じ、令和５年度は前年度から倍増した。令和６年度上半期は、脳・心臓疾患事案

は２件、精神障害事案は６件となっている。

◆精神障害の認定基準の改正

精神障害事案の労災請求件数の増加や、働き方の多様化など社会情勢の変化等を踏ま

え、令和５年９月に厚生労働省において精神障害の労災認定基準を改正した。

◆迅速・的確な労災認定

過労死等の労災請求事案について、的確な資料の収集や労働時間の把握・特定等を行

い、労災認定基準などに基づく的確な労災認定に努めている。また、新型コロナウイル

ス感染症に係る労災請求件数は、令和５年度以降は落ち着いているものの、引き続き、

迅速かつ的確な調査、労災認定に努めている。
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【取組の概要】コンサルティングの実施により、勤務間インターバル制度の導入促進、年次有給休暇の取得促進等を図るとともに、働き方改革改
革支援助成金を活用した時間外労働の削減への取組を推進する。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

５ 多様な働き方、働き方・休み方改革
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【下半期の取組】
◆引き続きコンサルティングを希望する事業場の把握に努め、コンサルティングの実施による働き方改革への取組を促進するともに働き方改革支援
助成金の活用促進を図る。また、企業の自主的な取組を促進するためワークショップを実施し、企業間の問題共有と問題解決に向けた取組に係る業
界の意識改革を図る。
◆労働施策総合推進法に基づく「青森県働き方改革推進協議会」を開催し、青森県内における中小企業・小規模事業者の働き方改革、賃金引上げの
環境整備等に向けた気運の醸成を図る。

コンサルティング等の実施状況

９時間外労働猶予解除事業場

２２助成金支給事業場

５２コンサル申出事業場

２回（1,286事業場）自主点検要請

年次有給休暇取得促進の周知

要請団体数

１０４夏季休暇取得促進

１０４秋の年休取得促進

（令和６年４月～９月末現在）

（令和６年４月～９月末現在）

局ホームページへの掲載（修正） ２回
関係機関ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの掲載依頼 ５０団体（２回）
関係機関への周知依頼 １０７団体

◆労働施策総合推進法に基づく協議会の開催
令和６年２月26日、青森県働き方改革推進協議会
（青森県版政労使会議）を開催

青森県内の中小企業・小規模事業者の働き方改
革、賃金引上げに向けた環境整備等に係る取組
の紹介・意見交換を実施

◆働き方改革推進支援助成金 令和６年９月末現在

生産性向上と一定の成果目標達成に向けて取り組む中小企業事業主
等に、所要経費の一部を助成

※ 「業種別課題対応コース」の対象業種は、①建設業、②自動車運転業務従事者を

雇用する事業主（運送業等）、③医師を雇用する事業主（病院等）



【取組の概要】70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を図るため、関係機関と連携し、事業主に対し定年制の廃止や65歳を超える定

年引上げ、継続雇用制度の導入等に向けた意識啓発や機運の醸成を行う。また、県内４か所（青森、八戸、弘前、五所川原）のハローワークに設置
する「生涯現役支援窓口」を中心として、高年齢者のニーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる効果的なマッチング支援
を行う。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

６ 多様な人材の就労・社会参加の促進 （１）高齢者の就労による社会参加の促進
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【下半期の取組】
◆多様なキャリアと就業意欲のある高齢者が生涯現役で働ける社会の実現に向けて、70歳までの就業機会確保について、各種説明会や事業所訪問

などにより積極的な周知・啓発を実施する。
◆高年齢者を対象としたセミナーや面接会等のイベントを開催し、効果的な就職支援を実施する。

①70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の
処遇改善を行う企業への支援

◆令和５年６月１日時点の高年齢者雇用状況報告（従業員21人以上の
企業2,602社より報告）（※１）において、65歳までの雇用確保措置
は実施済みであった。

（※１）雇用確保措置・就労確保措置の実施状況（R5.6.1時点）

◆70歳までの就業確保措置の実施促進のため、各種説明会など様々な
機会を捉えて事業主への周知・啓発を実施。その結果、全国値を上
回る措置率となっている。（※２）人手不足状況の影響もある。

（※２）就業確保措置の措置状況（R5.6.1時点）

②ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援
◆生涯現役支援窓口において、生涯設計就労プラン策定や求人情報提供、
就職面談会等の支援を行っている。（※３）

（※３）マッチング支援実績

（参考）65歳以上の常用労働者数の推移 ※R2年まで31人以上、R3年から21人規模企業

実施済み措置の内容

2,602社（100.0％）65歳までの雇用確保措置（義務）

995社（38.2％）70歳までの就業確保措置（努力義務）

対前年同期比令和5年9月令和6年9月

103.4％327件338件65歳以上就職件数

131.6％76件100件55歳から64歳の就職件数
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①中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化
◆令和５年６月１日時点の障害者雇用状況報告（常用労働者43.5人以上規

模の1,021社から報告）（※１）を踏まえ、雇用率未達成企業439社（雇
用者０人企業293社を含む）に対し、訪問や呼び出し等による指導延べ
424件実施した結果、障害者を採用した企業は59社、うち雇用率を達成
した企業は27社となったほか、企業向けチーム支援としては28社への支
援を実施した。

◆精神・発達障害者雇用サポーター（企業支援分）による企業向け個別相
談等の支援を延べ235件、定着支援を延べ44件実施した。

（※１）青森県における障害者雇用状況

②精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援
の強化

◆精神・発達障害者雇用サポーターにより、障害特性等に応じた職業相談・職
業紹介、個別求人開拓等ハローワークを中心とした「チーム支援」を実施
した。（※２）

（※２）マッチング支援実績

③公務部門における障害者の雇用促進・定着支援の強化
◆法定雇用率達成を図るため、令和６年８月・９月に雇用率達成指導を実施。
障害者採用計画策定機関２０機関に対して実施。

（参考）障害者雇用中小企業主認定（もにす認定）企業

身体 2,093.5人

知的 996.5人

精神 774.0人
3,475.5 3,864.0

2.23% 2.29% 2.30% 2.36% 2.41%
2.55%

H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

2.2％2.2％

【取組の概要】
ハローワークと地域の関係機関が連携し、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している企業に対して、採用の準備段階から採用後の職場定着

まで一貫したチーム支援等を実施し、障害者の雇入れ支援の強化を図る。特に、精神障害者の就職意欲の高まりと求職者数の増加傾向も見受けられ
ることから、精神・発達障害者雇用サポーターによる重点的・専門的な支援を実施する。

Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

６ 多様な人材の就労・社会参加の促進 （２）障害者の就労促進
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【下半期の取組】
◆雇用率未達成企業のうち、ゼロ人雇用事業所及び１人不足事業所に対し企業向けチーム支援等を実施する。
◆公務部門に対し、計画的な採用が図られるよう雇用率達成指導を行う。
◆障害特性や就労ニーズに応じた職業相談・紹介、個別求人開拓などハローワークを中心とした「チーム支援」を実施する。

チーム支援
就職件数新規求職者数

就職件数対象者数

781645831,506令和６年4月～9月

681686221,206令和5年4月～9月

591575241,156令和4年4月～9月

2.3％2.3％
2.5％2.5％

2.7％2.7％

R6.4月～
▼

R8.7月～
▼

認定時期業種認定企業名

令和4年3月その他専門サービス業げんねんワークサポート株式会社

令和5年1月廃棄物処理業・総合リサイクル業有限会社ローズリー資源

令和6年3月洗濯業共立寝具株式会社



Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

７ 就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援

30

【取組の概要】就職氷河期世代が抱える課題や今後のニーズに沿った必要な支援により、就職氷河期世代の活躍の場が広がるよう、あおもり就職
氷河期世代活躍支援プラットフォームを通じて、令和２年度から令和４年度までの集中取組期間（第一ステージ）に引き続き、令和５年度からの２
年間の第二ステージにおいて成果を積み上げる。

第２の就職氷河期世代をつくらないため、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者（既卒概ね３年以内の者含む）への支援については、ハロー
ワーク等に配置された就職ナビゲーターによる担当者制のきめ細かな個別支援を実施している。

30

【下半期の取組】
◆あおもり就職氷河期世代活躍支援プラットフォームにおいて、各種進捗状況を把握するとともに、事業実施計画に定める目標の達成に向けて、就
職氷河期世代の正社員雇用に向けた取組等をさらに進める。◆未内定者に対して就職支援ナビゲーターが学校を訪問し個別支援を行う。

①就職氷河期世代の正社員雇用への取組
進捗状況：４，２０８件（１２７．５％）(令和６年９月末現在）

◆ハローワーク青森に就職氷河期世代専門窓口を設置し、担当者制による
個別支援や応募書類の作成支援、面接対策の他、就職氷河期世代限定求
人・歓迎求人の確保、・就職後の定着支援等を通じ、正社員就職に向け
た支援を実施。

◆就職氷河期世代求職者向け、企業向けのセミナー、合同企業説明会・就
職面接会を開催。

県内の経済団体、労働団体、支援機関、市町村、行政機関を構成員
とする「あおもり就職氷河期世代支援プラットフォーム」を令和２年
９月15日に設置し、令和２年12月18日開催の会議で事業実施計画を策
定。第二ステージ以降に伴い令和５年６月28日開催の会議で事業実施
計画を改定。
【事業実施計画における主な目標】 就職氷河期世代の正社員就職件数

３，３００件。（第二ステージにおける上積み目安２，２００件）

あおもり就職氷河期世代活躍支援プラットフォームの設置

就職件数有効求職者数新規求職者数
５２６人１，２５５件１，７６７人令和６年度
４９７人１，１７６件１，７７８人令和５年度
+5.8％+6.7％▲0.6％前年同月比

①就職支援ナビゲーター担当者制による就職支援実施状況（令和６年４月～９月）

（単位：人）

③ ➁のうち
正社員就職した者

➁ 担当者制による就職支援
対象者のうち就職者

➀ 担当者制による
就職支援を開始した者

大学高校合計大学高校合計大学高校合計

177114291233171404484308792

◆高校生に対しては、就職後のミスマッチによる早期離職を防止す
るため、県内企業の理解を深めてもらう取組として、令和６年７月
に県内８地域において合同企業説明会を開催し、全体で企業359社、
生徒等1,432人の参加があった。また、各校の要望により、職業相談、
就職支援セミナーを行った。
◆大学生等については、大学等のキャリアセンターと連携し、就職
支援セミナーの実施と学生への個別支援を行った。その中で、就職
活動に特別な配慮や支援を必要とする学生等に対しては、関係機関
と連携した支援を強化した。

新規学卒者等への就職支援に係る取組
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※以下の法令については、本文中「 」内のとおり記載する。 

 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号） 

 「男女雇用機会均等法」 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号） 

「育児・介護休業法」 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64号） 

「女性活躍推進法」 

・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76 号） 

「パートタイム・有期雇用労働法」 

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年

法律第 132 号） 

 「労働施策総合推進法」 

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号） 

 「労働者派遣法」 

・労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

「労基法」 

・過労死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号） 

 「過労死防止法」 

・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年度法律第 25 号） 

 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」 

 

※以下の組織については、本文中「 」内のとおり記載する。 

 

・青森労働局 

「局」 

・労働基準監督署 

「署」 

・公共職業安定所 

「ハローワーク」 

・青森県庁 

「県」 
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第１ 青森労働局における行政課題 

青森県では、人口減少率が 1.5％（2023 年１月時点。全国２位）となっており、2050

年には 2020 年（人口 123 万人）との比較で 39％減り、人口 76 万人になると推計（※１）

されている。特に進学・就職を契機とした年齢層（18 歳～22 歳）の都市圏への人口流出

とともに、県内 65 歳以上の高齢者割合が 34.8％（2022 年 10 月時点。全国５位）となっ

ており、2050 年には 48.4％と人口の半数近くになると推計（※１）されている。 

一方、青森県における雇用失業情勢は、引き続き物価上昇等が雇用に与える影響に留

意する必要があるものの、有効求人倍率は令和３年４月以降１倍を上回って推移してい

る。また、失業率（モデル推計値）は 2.7％（令和５年７～９月期）と、全国平均の 2.6％

とほぼ同水準（※２）となっている。 

このように、今後も人口減少や少子高齢化の進展が見込まれる中で、企業において多

様な人材が活躍できるよう環境整備や支援を行う必要がある。 

また、青森県における一般労働者（※３）の所定内給与額（※４）は 247.6 千円/月（全国計

311.8 千円）、所定内実労働時間（※５）は 168 時間/月（全国計 165 時間）と全国比で給与

水準が低く労働時間が長い傾向にある。さらに、労働生産性（※６）は 7.1 百万円/人（全

国計 8.5 百万円/人）と低調にある。 

一方、政府の「三位一体の労働市場改革の指針」（令和５年５月 16 日、新しい資本主

義実現会議決定）及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年 11 月２日閣

議決定）において、企業収益と賃金引上げの好循環の実現が掲げられている。 

これらを踏まえ、企業における生産性向上への支援を通じて、最低賃金・賃金引上げの

環境整備に資するよう取り組む必要がある。さらに、賃金引上げの流れを全ての労働者

に波及させるため、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境づくりに取

り組むとともに、雇用形態に関わらない公正な待遇（同一企業内における正規雇用・非正

規雇用の間の不合理な待遇差の解消、同一労働同一賃金）の確保を図る必要がある。 

さらに、青森県におけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進について

は、デジタル化に向けた具体的な取組が進んでいないものの、ＤＸ推進の必要性や企業

ニーズは高い状況（※７）にある。また、労使協働による職場における学び直しの取組を展

開する重要性が政府の指針として掲げられている。 

これらを踏まえ、ＤＸ推進に関わる企業人材の育成（リ・スキリング）や労働者の自主

的なキャリア選択を可能とする支援、公共職業訓練等の再就職支援を通じた成長分野等

への労働移動の促進に取り組む必要がある。 

加えて、青森県内の事業場においても精神障害事案を含む過労死等に係る労災保険給

付の請求件数が高水準で推移するとともに、労働災害の発生件数も高止まりしているこ

とから、過重労働による健康障害を防止し、ハラスメントがなく、男女とも仕事と育児・

介護が両立しやすい、安全で健康に働くことができる職場環境を作っていくことが青森

労働局にとって継続的な課題となっており、いわゆる「2024 年問題」により時間外労働

の上限規制が適用となる業種等への対応とともに、これらの課題に取り組む必要がある。 

以上のことから、令和６年度は、①賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処
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遇改善等、②リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進、③多様な人材の活躍と魅力あ

る職場づくりを重点に置いて行政を運営していくこととする。 

 

（注）政府では、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進についてＳＤＧｓ実施指針に基づきア

クションプランを作成しているところであり、厚生労働省の重点施策についてもアクション

プラン 2023 に記載している。これらの重点施策にとどまらず青森労働局の実施する施策に

ついては、ＳＤＧｓの理念を念頭に置きつつ進めていくこととしている。 

 

※１ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域将来推計人口（令和５（2023）年推計）」 

※２ 総務省「労働力調査（基本集計）都道府県別結果（モデル推計値）」 

※３ 一般労働者：短時間労働者（１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時間が一般の

労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。）に該当しない通常の所定労働

時間・日数の労働者をいう。 

※４ 厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査」 

※４ 所定内給与額：労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により６月分として支給された現

金給与額（きまって支給する現金給与額）のうち、超過労働給与額（①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日

出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。）を差し引いた額で、所得税等を控除する前

の額をいう。 

※５ 厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査」 

※５ 所定内実労働時間：総実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。 

※６ 内閣府「県民経済計算 2020 年度（令和２年度）値」 

労働生産性：県内総生産（生産側・名目）÷県内就業者数（就業地ベース）により積算。 

※７ 青森県「令和４年度青森県中小企業ＤＸ実態把握調査」 
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第２ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等 

<課題>   

最低賃金については、令和５年 11 月２日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための

総合経済対策」において、「公労使の三者の最低賃金審議会で毎年の最低賃金額について

しっかりと議論を行い、その積み重ねによって 2030 年代半ばまでに全国加重平均が

1,500 円となることを目指す。今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率

を引き上げる等、地方間格差の是正を図る。」とされており、生産性向上に取り組む中小

企業・小規模事業者へのきめ細かな支援等、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環

境整備に一層取り組むことが不可欠である。 

また、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づき、引き続き、雇用形態

に関わらない公正な待遇（同一労働同一賃金）の確保に向けて、非正規雇用労働者の処遇

改善や正社員化等を強力に推し進めていく必要がある。 

加えて、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず

に働くことができる環境づくりを支援する必要がある。 

さらに、非正規雇用労働者も含め、誰もが主体的にスキルアップに取り組むための環

境整備を進めていくことが重要である。 

 

<取組> 

１ 事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者等の生産性向上に向けた支

援の強化  

賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事業者の生産性向上が不可欠であり、業務

改善助成金により、業務改善や生産性向上に係る企業のニーズに応え、賃金引上げを支

援する。 

また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシップによる価値創

造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、政府一体となって取組を進めること

とされているところであり、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周

知、賃金引上げに向けた環境整備等の取組を行う。 

あわせて、企業が賃金引上げを検討する際の参考となる地域の平均的な賃金や企業の

好取組事例等が分かる資料を提供し、企業の賃金引上げへの支援等を行う。 

さらに、生産性向上等に取り組む中小企業・小規模事業者等に対し、よろず支援拠点

や生産性向上のための補助金の紹介をする。 

加えて、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、生産

性向上等に取り組む事業者等に対して支援を行うほか、日本政策金融公庫による働き方

改革推進支援資金についても併せて活用するよう、引き続き周知を図る。 

 

２ 最低賃金制度の適切な実施 

経済動向、地域の実情を踏まえつつ、充実した審議が尽くせるよう青森地方最低賃金

審議会の円滑な運営を図る。 
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また、最低賃金額の改正等については、使用者団体、労働者団体及び地方公共団体等

の協力を得て、周知徹底を図るとともに、最低賃金の履行確保上問題があると考えられ

る業種等に対して重点的に監督指導等を行う。 

 

３ 同一労働同一賃金の遵守の徹底  

署による定期監督等において、同一労働同一賃金に関する確認を行い、短時間労働者、

有期雇用労働者又は派遣労働者の待遇等の状況について企業から情報提供を受けること

により、局による効率的な報告徴収又は指導監督を行い、是正指導の実効性を高めるこ

とでこれら労働者の待遇等を確保するとともに、基本給・賞与について正社員との待遇

差がある理由の説明が不十分な企業に対し、署から点検要請を集中的に実施することや、

課題を有する企業に対しては労働者派遣事業者等を対象とする集団指導による制度理解

の促進や同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準等に関する情報提供等の支援策を

実施することにより、同一労働同一賃金の遵守に向けた企業の自主的な取組を促す。 

 

４ 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援  

非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化（多様な正社員を含む。）に取り組む事業主を

支援するキャリアアップ助成金について、「年収の壁・支援強化パッケージ」として年収

の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするために令和５年 10 月に新設

した「社会保険適用時処遇改善コース」や、助成額の見直し・加算や要件を緩和した「正

社員化コース」をはじめ、各コースの活用勧奨を実施することにより、賃金引上げや処

遇改善等を進める。 

また、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、社会保

険労務士等の専門家による窓口相談やコンサルティング、セミナーの実施等きめ細かな

支援を行う。 

さらに、「多様な働き方の実現応援サイト」に掲載されている好事例の事業主及び労働

者に対する周知等により、非正規雇用労働者の処遇改善に係る事業主の取組機運の醸成

を図る。 

 
第３ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進 

１ リ・スキリングによる能力向上支援 

<課題>  

働き方が大きく変化するとともに、「キャリアは会社から与えられるもの」から「一人

ひとりが自らキャリアを選択する」時代となってきたことを踏まえ、「三位一体の労働市

場改革」の一環として、リ・スキリングによる能力向上支援に取り組んで行くことが重要

である。ＤＸの進展など、産業構造の変化の加速化が見込まれる中、令和４年 12 月に閣

議決定された「デジタル田園都市国家構想総合戦略」において、政府の各種施策を通じて

2026 年度（令和８年度）までにデジタル人材を 230 万人確保することとされたところで

あり、公的職業訓練及び教育訓練給付では、2024 年度（令和６年度）にデジタル分野の
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受講者数 70,000 人を目指すこととしている。 

また、令和５年６月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行

計画 2023 改訂版」において、中小企業が従業員をリ・スキリングに送り出す場合、個人

の主体的なリ・スキリングであっても、賃金助成等の支援策の拡充を検討するとされた

こと等も踏まえ、労使協働による職場における学び・学び直しの取組を展開していくこ

とが重要である。その際、企業向け及び個人向け支援策の両方の周知・活用を図るほか、

関係者と連携しつつ、労使のニーズに応じた取組を進めていく必要がある。 

 

<取組> 

（１）公的職業訓練のデジタル分野の重点化や訓練修了生等への「実践の場」の提供によ

るデジタル推進人材の育成  

県・局共催により労使団体や関係機関、民間職業紹介事業者の参画する「青森県地

域職業能力開発促進協議会」を通じ、地域のニーズを踏まえた職業訓練計画の策定及

び効果検証を進めるとともに、Ｗｅｂデザイン等の資格取得を目指すコースや企業実

習付きコース、「ＤＸ推進スキル標準」に対応したデジタル分野の訓練コースなど、デ

ジタル分野に係る訓練コース及び厚生労働大臣指定教育訓練給付講座の拡充を図る。 

また、ハローワークにおいて、デジタル分野に係る公的職業訓練への適切な受講勧

奨により受講につなげるとともに、訓練開始前における受講あっせんに向けたカウン

セリングから訓練期間中におけるキャリアコンサルティングやマッチング支援などの

きめ細かな個別・伴走型支援により、再就職の実現を図る。 

さらに、生成ＡＩを含むデジタル人材育成のために、①他職種からＩＴ人材に転職

を目指す求職者のうち公共職業訓練等を修了した中高年齢者や、②ＩＴ以外の産業分

野の企業においてＤＸ推進を担う人材が、実践経験を積むため新たに実施される「実

践の場」を提供するモデル事業について、受託企業と連携した取組及び周知を図る。 

 

（２）労働者の主体的なリ・スキリングを支援する中小企業への賃金助成の拡充等による

企業における人材育成の推進  

企業内人材の育成・高度化への取組を支援する人材開発支援助成金について、中小・

小規模企業が長期教育訓練休暇制度を設け、実施した場合、人への投資促進コース「長

期教育訓練休暇制度」の賃金助成を拡充し、労働者の主体的な学び直しを支援する。 

また、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」及び「事業展開等リスキリン

グ支援コース」について、引き続き、デジタル分野における人材育成が促進されるよ

う積極的な活用勧奨を図るとともに、迅速な支給決定を行う。 

さらに、経済社会の変化に対応した労働者個々人の学び・学び直しを支援するため、

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、その費用の一部を支給する教育

訓練給付について、理由を問わず電子申請を行うことができることの周知など、教育

訓練を受講しやすい環境の整備に引き続き取り組む。 
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２ 成長分野等への労働移動の円滑化 

<課題>  

人手不足の問題が顕在化しつつある状況の中、人材の確保という観点からも、個々人

がそれぞれの意欲と能力に応じて活躍するという観点からも成長分野や人手不足分野等

への賃金上昇を伴う円滑な労働移動を可能とする環境整備が重要である。 

このため、労働市場を巡る情報に自由かつ簡便にアクセスできることをはじめとした

労働市場の機能を強化することや、就職困難者や離職を余儀なくされた者の成長分野等

への再就職支援等により、求職者と企業のニーズに合わせた選択を可能とする環境整備

が求められる。 

加えて、青森県においては、人口減少等に伴う人手不足が深刻化していることから、

地域の実情に応じた雇用対策を行うとともに、マッチングを支援する取組が必要である。 

 

<取組>  

（１）求職者と企業のマッチング機能の強化 

成長分野等への円滑な労働移動を実現するためには、「労働市場情報の見える化」を

進め、マッチング機能の強化を図ることが重要である。このため、令和６年度におい

ては、職業内容の解説、求められる知識・スキルや、どのような人が向いているかな

どが総合的にわかるＷｅｂサイト「job tag（職業情報提供サイト）」（参考：

https://shigoto.mhlw.go.jp）を活用した職業相談及び求人者の採用支援を進めると

ともに、job tag が地域の関係者（地方公共団体、就労支援機関、学校等）に積極的

に活用され、労働市場のインフラとして効果的に機能するよう、積極的な周知を行っ

ていく。また、「求職者等への職場情報提供に当たっての手引き」及びこれを踏まえ

た、勤務実態などの働き方や採用状況に関する企業の職場情報を検索・比較できるＷ

ｅｂサイト「しょくばらぼ（職場情報総合サイト）」（参考：https://shokuba.mhlw.go.jp）

の利活用等について周知を行っていく。 

また、マッチング機能の強化に加え、就職に課題を有する就職困難者や離職を余儀

なくされ早期の再就職を希望する者を支援するため、 

・ 就職困難者の就職支援を目的とした特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材

確保・育成コース）について、成長分野（デジタル・グリーン）の業務に従事する

労働者として雇い入れる事業主又は雇い入れた上で人材育成計画を策定し、人材育

成を行った上で、５％以上賃金の引き上げを行う事業主に対して高額助成を行う 

・ 離職を余儀なくされた者の早期再就職を支援する早期再就職支援等助成金（雇入

れ支援コース）について、前職よりも５％以上賃金を上昇させた事業主に助成を行

う 

・ 中途採用の機会拡大を図る早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）につ

いて、中高年齢者を一定以上雇い入れ、前職よりも５％以上賃金を上昇させた事業

主に助成を行う 

などを通じ、成長分野等への賃金上昇を伴う労働移動を推進する。 
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ハローワークにおける職業相談・紹介業務について、Ｗｅｂ会議サービスを活用し

たオンライン等によるハローワークへの来所を要しないサービス提供環境が整備され

つつあることを踏まえ、行政サービス向上に引き続き取り組む。 

さらに、地域の実情に応じた雇用対策を関係自治体等と連携して進めることを目的

として、令和６年度から職業相談等のハローワークサービスをオンラインで実施する

ための「オンライン相談ブース事業」を青森県内において試行実施する。 

 

３ 中小企業等に対する人材確保の支援 

<課題> 

生産年齢人口が減少する中、有効求人倍率は 1倍を超え、多くの職種において人材確

保が困難な状況が継続し、特に中小企業においては人手不足感が深刻化しており、人材

確保の支援の取組を進めていくことが重要である。 

 

<取組> 

（１）ハローワークにおける求人充足サービスの充実 

ハローワークにおいて、オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、求人事

業所に対し、求人条件緩和や魅力ある求人票の作成支援等の助言、事業所情報の収集

をきめ細かく行うなどの求人充足に向けたサービスを実施し、求人者支援の充実を図

る。 

 

（２）人材確保対策コーナー等における人材確保支援 

医療・介護・保育・建設・運輸・保安分野などの人手不足分野のマッチング支援を強

化するため、「青森県人材確保対策推進協議会」等の場を通じ、地方自治体や関係団体

等と連携したセミナー・説明会・面接会等の人材確保支援の充実を図るとともに、県

内３ハローワーク（青森・八戸・弘前）の「人材確保対策コーナー」を中心に、潜在求

職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により、重点的なマッ

チング支援を実施する。特に介護分野については、ハローワークと介護労働安定セン

ターとが連携した求人充足・職場定着のための取組を進める。 

また、魅力ある職場づくりを支援するため、社会保険労務士等を活用した雇用管理

改善のコンサルティングや人材確保等支援助成金（人事評価等改善助成コース）等の

周知に取り組む。 

 
第４ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり 

１ フリーランスの就業環境の整備      

<課題>   

フリーランスについては、令和３年３月に「フリーランスとして安心して働ける環境

を整備するためのガイドライン」（以下「フリーランスガイドライン」という。）が策定

され、また、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和５年５月に公布された。同
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法の施行は令和６年秋頃を予定しており、フリーランスが安心して働ける環境を整備す

るため、引き続きフリーランスガイドラインの周知等を図るとともに、同法の周知・啓

発及び履行確保を図る必要がある。 

一方で、形式的には業務委託契約を締結していたとしても労基法の労働者性に関して

相談等があった場合には、丁寧に話を聞くなど事実確認を行い、その結果、労働者に該

当し法違反が認められる場合には、厳正に監督指導を行う必要がある。 

 

<取組> 
フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けて、フリーランスやフリーラン

スに業務を委託する事業主（以下「発注事業者」という。）等に対し、各市町村の広報紙

への掲載依頼等を含め、あらゆる機会を捉えて同法の内容について周知・啓発を行うと

ともに、フリーランスや発注事業者等からの同法の就業環境整備に関する内容について

の問い合わせに適切に対応する。 

また、フリーランスから発注事業者等との契約等のトラブルについての相談があった

際には、引き続き「フリーランス・トラブル 110 番」を紹介するなど適切に対応する。 

さらに、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後は、フリーランスから法違

反に関する申出があった場合には、遅滞なく申出内容を聴取し、発注事業者等に対する

調査・是正指導等を行い、法の履行確保を図る。 

フリーランスガイドラインでは、フリーランスとして業務を行っていても労基法等に

おける労働者に該当する場合には労働関係法令が適用されることを明確化したところで

ある。請負契約等のフリーランスの契約の形式や名称に関わらず、その労働の実態を個

別に勘案した結果、労基法等の労働者に該当し、法違反が認められると判断した場合に

は、署において引き続き厳正に監督指導を行う。 

 

２ 仕事と育児・介護の両立支援   

<課題>  

少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に

応じて男女とも仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となってい

る。 

青森県内における男性の育児休業取得率は、令和４年は16.3％と上昇しているものの、

女性（95.0％）と比較すると依然低い水準である。さらに、令和７年までに男性の育児

休業取得率を 30％とする政府目標について、「こども未来戦略方針」（令和５年６月 13

日）において令和７年までの目標を 50％に引き上げ、令和 12 年までの目標を 85％とす

る方針が示されており、政府目標の達成に向けて更なる取組の強化が必要である。 

このような状況を踏まえ、育児・介護休業法の履行確保等により、仕事と育児・介護

の両立支援の取組を促進する必要がある。 

 

<取組> 
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（１）仕事と育児・介護の両立支援のため、業務代替整備・柔軟な働き方の導入等も含め

た支援の拡充 

① 育児・介護休業法の周知及び履行確保 

常時雇用する労働者数1,000人超企業を対象とした男性労働者の育児休業等取得

状況に係る公表の義務化については令和６年１月現在全ての対象企業（18社）で公

表されていることを確認しているが、引き続き法の着実な履行確保を図るとともに、

「産後パパ育休」（出生時育児休業）を含め、育児・介護休業法に基づく両立支援制

度について労働者が円滑に利用できるよう周知徹底を図る。 

あわせて、労働者の権利侵害が疑われる事案や育児休業の取得等を理由とする不

利益取扱いが疑われる事案を把握した場合には、事業主に対する積極的な報告徴収・

是正指導等を行う。 

また、介護支援プランに基づいて労働者に円滑に介護休業を取得・職場復帰させた

事業主等に対する両立支援等助成金の活用促進を通じて、仕事と介護が両立できる

職場環境整備を図る。 

なお、労働政策審議会における議論を踏まえ、育児期の柔軟な働き方を実現するた

めの措置の義務付けや、介護離職を防止するための両立支援制度の周知の強化等を

内容とする育児・介護休業法の改正法が成立した場合は、円滑な施行に向けて労使

団体等と連携して周知に取り組む。 

 
② 男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援 

「産後パパ育休」のほか「パパ・ママ育休プラス」や「育児目的休暇」等の制度に

ついて、オンライン等による説明会を開催するなど、あらゆる機会を捉えて周知を

行い、青森県内における男性の育児休業取得率向上を目指す。 

また、事業主に対し、「男性の育児休業取得促進事業（イクメンプロジェクト）」

において作成する企業の取組事例集や研修資料の活用を促すとともに、 

・男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を実施した事業主 

・育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取組を実施した事業主 

・育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため業務を代替する周囲の

労働者への手当支給や代替要員の新規雇用（派遣受入含む）を実施した事業主 

・育児期の柔軟な働き方に関する制度を利用する労働者への支援のための取組を

実施した事業主 

等に対する両立支援等助成金の活用を推進し、男女とも仕事と育児が両立できる職

場環境の整備を図る。 

 

③ 次世代育成支援対策の推進 

次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。）

に基づく一般事業主行動計画の策定等については、各企業の実態に即した計画の策

定を支援するとともに、届出が義務化されている常時雇用する労働者数 101 人以上
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の企業の届出については令和６年１月現在全ての対象企業（440 社）で届出されて

いることを確認しているが、引き続き法の着実な履行確保を図る。 

あわせて、「くるみん」（１月現在認定企業 39 社）、「プラチナくるみん」（同５社）、

「トライくるみん」（同０社）及び「くるみんプラス」（同０社）の認定基準につい

て広く周知するとともに、県が実施している「あおもり働き方改革推進企業認証制

度」による宣言企業の登録と併せ、認定の取得促進に向けた働きかけを行う。 

なお、「くるみんプラス」の認定を希望する事業主に対しては、厚生労働省が実施

する不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備事業の「両立支援担当者向け研修会」

の活用を勧奨する等の支援を行う。 

また、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」や

「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」、不妊治療のために利用できる特別

休暇制度の導入等に関する各種助成金等を活用し、「性と健康の相談センター」とも

連携しつつ、不妊治療と仕事との両立がしやすい職場環境整備の推進のための周知・

啓発や相談支援を行う。 

労働政策審議会における議論を踏まえ、次世代法について、有効期限を 10 年延長

した上で、同法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・

数値目標の設定を事業主に義務付けること等を内容とする次世代法の改正法案が成

立した場合は、円滑な施行に向けて労使団体等と連携して周知に取り組む。 

 

（２）マザーズハローワークにおける就職支援の強化   

子育て中の女性等を対象として、県内３ハローワーク（青森・八戸・弘前）に設置

している専門窓口（マザーズコーナー）を中心として、一人ひとりの求職者のニーズ

に応じたきめ細かな就職支援を実施するとともに、地域の子育て支援拠点や関係機関

と密接に連携してアウトリーチ型支援を強化する。 

また、仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保及び各種就職支援サービスのオン

ライン化を推進する。 

 
３ ハラスメント防止対策、働く環境改善等支援、女性活躍推進 

<課題>   

職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を傷つける、あってはならないことであ

り、働く人の能力の発揮の妨げになる。このため、パワーハラスメント、セクシュアル

ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置義務の履行確

保を徹底する等、職場におけるハラスメント対策を総合的に推進する必要がある。 

また、女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表を契機とした女性活躍推

進の取組促進等をより一層進める必要がある。 

 

<取組> 
（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止対策の推進  
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パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけるハラスメント防止

措置を講じていない事業主に対し厳正な指導を実施すること等により、引き続き法の

履行確保を図る。 

また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主に対してハラスメン

ト相談窓口担当者等向け研修やウェブサイト「あかるい職場応援団」の各種ツールの

活用促進を図る。 

さらに、職場におけるハラスメントの撲滅に向け、例年 12 月に実施している「ハラ

スメント撲滅月間」を中心に、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設して各種相談

に対応するとともに、オンライン等による説明会を開催するなど、事業主等への周知・

啓発を行う。 

就職活動中の学生等に対するハラスメントについて、事業主に対して、ハラスメン

ト防止指針に基づく「望ましい取組」の周知徹底を図る。また、「就活ハラスメント防

止対策企業事例集」を活用し、企業の取組を促す。 

学生等に対しては、相談先等を記載したリーフレットを活用し、学生等が一人で悩

むことがないよう支援しつつ、学生からの相談等により事案を把握した場合は、事業

主に対して適切な対応を求める。 

また、カスタマーハラスメントの防止対策を推進するため、「カスタマーハラスメン

ト対策企業マニュアル」等を活用して企業の取組を促す。 

 

（２）民間企業における女性活躍促進のための支援  

令和４年７月８日に施行された女性活躍推進法に基づく改正省令により常時雇用す

る労働者数 301 人以上の事業主に義務付けられた男女の賃金の差異に係る情報公表に

ついては令和６年１月現在全ての対象企業（119 社）で公表されていることを確認し

ているが、引き続き法の着実な履行確保を図る。 

特に、男女の賃金の差異は、募集・採用、配置・昇進・昇格、教育訓練等における男

女差の結果として現れるものであることから、これらの男女差が性別を理由とした差

別的取扱いに該当しないか等について確認し、男女雇用機会均等法の確実な履行確保

を図る。 

また、男女の賃金の差異の要因分析と情報公表を契機とした雇用管理改善及びより

一層の女性の活躍推進に向けた取組を促すとともに、「女性の活躍推進企業データベー

ス」の積極的な活用勧奨を図る。加えて、女性活躍推進法における管理職の定義に基

づき適切な情報公開等がなされるように周知徹底を図る。 

さらに、女性の健康課題については、「働く女性の心とからだの応援サイト」に掲載

している企業の取組事例等を活用し、企業の自主的な取組を促す。 

 

４ 安全で健康に働くことができる環境づくり 

<課題>   
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誰もが安心して働くことができる良好な職場環境を実現するためには、最低基準であ

る労働基準関係法令の履行確保が必要不可欠であり、そのため、局及び署は必要な権限

行使を適正に行う必要がある。こうした労働基準関係法令の履行確保に加え、労使の自

主的な取組を促すことや、労務管理体制が十分でない中小企業・小規模事業者等に対す

る丁寧な相談・支援を行っていくことが必要である。 

また、令和６年度から、医師、建設業、自動者運転の業務等これまで時間外労働の上

限規制の適用が猶予されていた業種等（以下「令和６年度適用開始業種等」という。）

についても上限規制が適用される。加えて、自動者運転の業務については改正後の「自

動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号。以下「改

善基準告示」という。）も適用される。一方、令和６年度適用開始業種等については個々

の事業場のみでは長時間労働の抑制が困難な課題が見られ、例えば、医師については、

地域の救急医療体制の確保など、医療の質の確保との両立に配慮する必要があり、建設

業や自動者運転者については、短い工期の設定や、荷物の積み下ろしの際の長時間の待

機等、取引慣行への対策が必要である。令和６年度適用開始業種等に対しては、時間外

労働の上限規制や改正改善基準告示等の更なる理解のため、事業者、労働者、国民等に

対する周知・広報等を強力に推進するとともに、丁寧な相談・支援を行っていくことが

必要である。 
     さらに、労働者一人ひとりが安全で健康に働くことができる職場環境の実現のため、

第 14 次労働災害防止計画（以下「14 次防」という。）の目標達成に向け、同計画にも

定められている事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発や、労働者の

作業行動に起因する労働災害、高年齢労働者等の労働災害、冬期労働災害防止対策及び

業種別の労働災害防止対策を推進するとともに、労働者の健康確保対策等にも取り組ん

でいく必要がある。 

労災保険給付の状況については、近年、新規受給者数が増加傾向にあることに加え、過

労死等事案、石綿関連事案に係る労災請求件数も増加傾向にある。さらに、新型コロナウ

イルス感染症に係る労災保険給付への対応も求められている。このような状況の中で、

被災労働者の迅速な保護を図るために、迅速かつ公正な事務処理に努める必要がある。 

 
 <取組>  

（１）長時間労働の抑制   

① 長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等 

長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から 

時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場

及び長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場

に対する監督指導を引き続き実施する。 

また、過労死等の防止のための対策については、過労死防止法並びに同法に基

づき定めた令和３年７月 30 日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に

関する大綱」及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」
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（令和３年７月 30 日付基発 0730 第１号）により、労働行政機関等における対策

とともに、民間団体の活動に対する支援等の対策を効果的に推進する。 

 

② 中小企業・小規模事業者等に対する支援 

「青森働き方改革推進支援センター」において、窓口相談やコンサルティング、

セミナーの実施等に加え、業種別団体等に対する支援を実施する等、きめ細かな

支援を行う。また、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・

小規模事業者に対して助成（働き方改革推進支援助成金）を行うとともに、働き

方･休み方改善ポータルサイトを通じた企業の改善策の提供と好事例の紹介、働

き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指導等を行う。 

署に編成した「労働時間改善指導・援助チーム」のうち「労働時間相談・支援

班」において、説明会の開催や中小規模の事業場への個別訪問により、平成 31 年

４月１日から順次施行された改正労基法等の周知や、テレワーク等の新しい働き

方に対応した適切な労務管理の支援等を中心としたきめ細かな相談・支援等を行

う。 

 

③ 令和６年度適用開始業種等への労働時間短縮に向けた支援 

建設業、自動車運転者に係る時間外労働の上限規制適用については、施主や荷

主といった取引関係者、ひいては国民全体の理解を得ていくことが重要であり、

引き続き、令和６年度適用開始業種等の特設サイト「はたらきかたススメ」を通

じて必要な周知を行う。 

トラック運転者については、引き続き、関係省庁とも連携しながら、局に編成

した「荷主特別対策チーム」において、発着荷主等に対して、長時間の恒常的な荷

待ち時間を発生させないこと等についての署による要請と、その改善に向けた局

による働きかけを行うとともに、賃金水準の向上に向けて、賃金の原資となる適

正な運賃（標準的な運賃）を支払うことについて周知を行う。さらに、改正後の改

善基準告示について引き続き労働時間等説明会等において丁寧に周知を行う。  

医師については、他の職種との業務分担（タスクシフト／タスクシェア）など、

医療機関の勤務環境改善に向けた取組を支援するため、「青森県医療勤務環境改善

支援センター」によるきめ細やかな相談対応、助言を引き続き行う。  

 

④ 長時間労働につながる取引環境の見直し  

大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止

については、例年 11 月に実施している「しわ寄せ防止キャンペーン月間」に集中

的な周知・啓発を行うなど、引き続き、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下

請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」に基づき、関係省庁と連

携を図りつつ、その防止に努める。  

働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善のため、監
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督指導の結果、下請中小企業等の労働基準関係法令違反の背景に、親事業者等の

下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号）等の違反が疑われる場合に

は、中小企業庁、公正取引委員会及び国土交通省に確実に通報する。 

 

（２）労働条件の確保・改善対策 

① 法定労働条件の確保等 

青森県内の実情を踏まえつつ、事業場における基本的労働条件の枠組み及び管理

体制の確立を図らせ、これを定着させることが重要であり、労働基準関係法令の遵

守の徹底を図るとともに、重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正に対

処する。 

また、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライ

ン」の周知を徹底するとともに、監督指導において同ガイドラインに基づいて労働

時間管理が行われているか確認し、賃金不払残業が認められた場合には、その是正

を指導する。 

 

② 労働契約関係の明確化  

労基法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する省

令改正が令和６年４月に施行されたことをはじめとする労働契約関係の明確化につ

いて周知・啓発を図る。 

 

③ 各種権限の公正かつ斉一的な行使の徹底と丁寧かつきめ細かな対応 

行政指導の適正な実施とその水準の維持・向上を図るとともに、監督権限をはじ

めとする各種権限の公正かつ斉一的な行使を徹底する。 

監督指導において法違反が認められた場合には、事業主にその内容や是正の必 

要性を分かりやすく説明することにより、事業主による自主的な改善を促すととも

に、きめ細かな情報提供や具体的な是正・改善に向けた取組方法を助言するなど、

丁寧かつ具体的に対応する。特に、中小企業の事業場への監督指導に当たっては、

中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態その他の事情を十

分に聴いた上で、その事情を踏まえて丁寧に対応する。 

 

（３）14 次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備  

① 事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発  

事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むため、様々な機会を通じて、安全衛生 

対策に取り組む必要性や意義等について周知・啓発を行うとともに、加えて安全衛

生対策に取り組むことが、事業者にとって経営や人材確保・育成の観点からもプラ

スとなることも、積極的に周知・啓発を図っていく。 

さらに、発注者等において安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件
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を付さないことや安全衛生対策経費の確保の必要性について周知を図るとともに、

機会を捉え、消費者・サービス利用者に対しても、事業者が行う安全衛生対策の必

要性や、事業者から提供されるサービスに安全衛生対策に要する経費が含まれるこ

とへの理解を促す。 

 

② 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 

発生率が高く、小売業や介護施設を中心に増加傾向にある「転倒」及び腰痛等の

「動作の反動・無理な動作」など、職場における労働者の作業行動を起因とする労

働災害（行動災害）防止のため、管内のリーディングカンパニー等を構成員とする

協議会の設置・運営、企業における自主的な安全衛生活動の導入を支援する取組等

により、管内全体の安全衛生に対する機運醸成を図る。 

 

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進  

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向けた「高年齢労働者の

安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）及び中

小企業による高年齢労働者の労働災害防止対策等を支援するための補助金（エイジ

フレンドリー補助金）の周知を図る。 

 

④ 冬期労働災害防止対策の推進 

青森県は、降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪

寒冷地域であり、冬期間（11 月１日～３月 31 日）における冬期労働災害は、冬期

間全体の労働災害の約３割を占めており、年間の労働災害発生件数を抑えるために

は、転倒災害をはじめとする冬期労働災害を防止することが重要である。 

そのため、特に冬期労働災害が多発する 12 月から２月までの３か月間を対象と 

して、転倒災害防止、墜落災害防止、交通災害防止を重点とし、冬期労働災害防止

運動を広く展開することとし、労働災害防止団体、関係機関、事業者団体等に対し

て周知・啓発を行い、冬期労働災害防止の取組を推進する。 

 

⑤ 業種別の労働災害防止対策の推進 

陸上貨物運送事業については、貨物自動車における荷役作業での労働災害を防止

するため、令和５年３月に改正された労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32

号。以下「改正労働安全衛生規則」という。）に基づき、最大積載量２トン以上の貨

物自動車に係る荷の積卸し作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用、テールゲー

トリフターによる荷役作業についての特別教育の実施等について周知徹底を図る。
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また、荷主等も含め、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」

の周知を行い取組の促進を図る。 

建設業については、墜落・転落災害防止のため、改正労働安全衛生規則に基づき、

一側足場の使用範囲の明確化、足場の点検を行う際の点検者の指名等について周知

徹底を図る。また、改正された「手すり先行工法に関するガイドライン」、「山岳ト

ンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」等の関係ガイ

ドラインについて周知、指導を行う等、引き続き、建設工事における労働災害防止

対策の促進を図る。 

製造業については、機械災害の防止のため、「危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針」及び「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づき、製造時及び使用

時のリスクアセスメント、残留リスクの情報提供の確実な実施を促進する。 

林業については、「チェーンソーによる伐採作業等の安全に関するガイドライン」

や「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」の周知

徹底を図るとともに、災害防止団体等の関係機関との協力の促進、発注機関との連

携の強化等により労働災害防止対策の促進を図る。 

 

⑥ 労働者の健康確保対策の推進  

ア メンタルヘルス対策及び過重労働対策等 

長時間労働やメンタルヘルス不調などによる健康障害を防止するため、長時間 

労働者に対する医師による面接指導やストレスチェック制度をはじめとするメ

ンタルヘルス対策などの労働者の健康確保の取組が各事業場で適切に実施され

るよう、引き続き指導等を行うとともに、労働者のメンタルヘルス対策に係る情

報提供・相談等を行う「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」」

について周知を行う。 

イ 産業保健活動の推進 

中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援するため、産業保健総合支援セ

ンターが行う産業医等の産業保健スタッフや事業者向けの研修、地域産業保健セ

ンターによる小規模事業場への医師等の訪問支援、（独）労働者健康安全機構に

よる、事業主団体等を通じて中小企業等の産業保健活動の支援を行う団体経由産

業保健活動推進助成金等について利用勧奨を行う。 

加えて、治療と仕事の両立支援に関する取組の促進のため、引き続き、ガイド  

ライン等の周知・啓発を行うとともに、局に設置する「地域両立支援推進チーム」

における取組を計画的に推進し、両立支援に係る関係者の取組を相互に周知・協

力する等により、地域の両立支援に係る取組の効果的な連携と一層の促進を図る。 
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また、主治医、会社・産業医と患者に寄り添う両立支援コーディネーターのト

ライアングル型のサポート体制を推進する。このため、地域両立支援推進チーム

等を通じて地域の関係者に両立支援コーディネーターの役割についての理解の

普及を図るとともに、（独）労働者健康安全機構で開催する養成研修の周知・受

講勧奨を図る。 

 

（４）労災保険給付の迅速・適正な処理 

労災保険給付の請求については、標準処理期間内に完結するよう迅速な事務処理を

行うとともに、適正な認定に万全を期する。 

特に社会的関心が高い過労死等事案をはじめとする複雑困難事案は、認定基準等に

基づき、迅速・適正な事務処理を一層推進する。 

また、業務によって新型コロナウイルスに感染した事案については、その罹患後症

状も含め、的確に労災保険給付を行う。 

さらに、労災保険の窓口業務については、引き続き、相談者等に対する丁寧な説明

や請求人に対する処理状況の連絡等の実施を徹底する。 

 

５ 多様な働き方、働き方・休み方改革  

<課題>   

少子高齢化や生産年齢人口の減少といった課題に対応するためには、多様な人材がそ

の能力を最大限生かして働くことができるよう、個々のニーズ等に基づいて多様な働き

方を選択でき、活躍できる環境を整備することが重要である。そのため、各企業におい

て、多様な正社員（勤務時間限定正社員、勤務地限定正社員、職務限定正社員）制度、

勤務間インターバル制度、選択的週休３日制など、柔軟な働き方が進むよう各種施策を

講じることに加え、働き方・休み方改革の推進や年次有給休暇の取得促進等を行う必要

がある。 

特に、勤務間インターバル制度については、令和３年７月 30 日に閣議決定された「過

労死等の防止のための対策に関する大綱」において、2025 年（令和７年）までに、①勤

務間インターバル制度を知らなかった企業割合を５％未満とすること、②勤務間インタ

ーバル制度を導入している企業割合を 15％以上とすることの２つの数値目標が掲げら

れているところ、直近の令和５年において、それぞれ、①19.2％、②6.0％にとどまって

いる。年次有給休暇についても、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」や令和２

年５月 29 日に閣議決定された「少子化社会対策大綱」において、2025 年（令和７年）ま

でに年次有給休暇取得率 70％以上とする政府目標に対し、令和４年には全国で過去最高

の 62.1％となったものの、いまだ政府目標に届いていないところであり、このことから、

一層の取組を推進することが求められている。 

 



 

21 

 

<取組> 

（１）勤務間インターバル制度導入促進並びに年次有給休暇の取得促進に向けた働き方等

の見直し及び選択的週休３日制の普及促進のための支援の実施   

   勤務間インターバル制度の導入促進に当たっては、企業等に対し、導入の効果や導

入フローを分かりやすく説明することが重要である。  

このため、企業等への説明会（ワークショップを含む。）の際には、働き方・休み方

改善ポータルサイトに掲載されている専門家によるアーカイブ動画や導入マニュアル

を活用し、実例に即した説明を行うなど丁寧な対応を行う。 

加えて、働き方改革推進支援助成金を活用して、時間外労働の削減等に取り組む中

小企業等への制度の導入促進を図る。 
また、年次有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底

や、計画的付与制度及び時間単位年次有給休暇の導入促進を行うとともに、例年 10 月

に実施している「年次有給休暇取得促進期間」や、年次有給休暇を取得しやすい時季に

集中的な広報を行う。 

選択的週休３日制度については、事例の提供等による更なる周知等を行う。 

 
（２）労働施策総合推進法に基づく協議会の開催  

労働施策総合推進法に基づく「青森県働き方改革推進協議会」（青森県版政労使会議）

は、中小企業・小規模事業者の働き方改革、賃金引上げに向けた環境整備及び地域に

おける若者や非正規雇用労働者等の労働環境等の改善に向けて、各構成員の協力を得

て開催し、構成員が講ずる支援策の紹介等を行うなど気運の醸成に努める。 

 

 

６ 多様な人材の就労･社会参加の促進 

<課題> 

少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、我が国の経済社会の活力を維持・向

上させるためには、働く意欲がある高年齢者が年齢にかかわりなくその能力・経験を十

分に発揮し、活躍できる社会を実現することが重要である。このため、事業主において

65 歳までの高年齢者雇用確保措置が確実に講じられるよう取り組むことが必要である。

また、65 歳から 70 歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務について、事業主の取組

の促進を図ることが重要である。さらに、高年齢者雇用に積極的に取り組む企業への支

援や、65 歳を超えても働くことを希望する高年齢求職者に対する再就職支援等が必要で

ある。 

令和４年 12 月の臨時国会において、多様な就労ニーズへの対応や、雇用の質の向上等

を図る観点から、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下

「障害者雇用促進法」という。）の改正を含む法律が成立した。また、令和６年４月以降、

法定雇用率 2.7％（公務部門 3.0％）に向けた段階的な引上げや、除外率の 10 ポイント

引下げが予定されており、改正障害者雇用促進法の円滑な施行と併せて、障害者の雇入
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れ支援等の強化が必要である。 

 

<取組>           

（１）高齢者の就労による社会参加の促進 

① ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援 

65 歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、県内４ハローワーク（青森・八

戸・弘前・五所川原）に設置する「生涯現役支援窓口」を中心として、高年齢者のニ

ーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる効果的なマッチ

ング支援を行うとともに、公益財団法人産業雇用安定センターにおいて実施してい

る、高年齢退職予定者のキャリア情報等を登録し、その能力の活用を希望する企業

に対して紹介する「高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業」についての周知を

図る等、効果的な連携を行う。 

なお、高年齢求職者の多様な就業ニーズに対応するため、シルバー人材センターが

提供可能な就業情報を定期的に把握し、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望す

る高年齢者には、シルバー人材センターへの誘導を行う。 

 

② 70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企

業への支援 

70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を図るため、事業主と接触する機会

を捉えて、65 歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等に向けた意識啓発・機

運醸成を図るほか、60 歳から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支

援（高年齢労働者処遇改善促進助成金）を行う。 

なお、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「高障求機構」という。）にお

いて実施している 65 歳超雇用推進助成金や 70 歳雇用推進プランナー等による支援

が必要と判断される事業主を把握した場合には、高障求機構青森支部へ支援を要請

する等、効果的な連携を行う。 

 

（２）障害者の就労促進  

① 中小企業をはじめとした障害者の雇入れ等の支援 

令和６年４月以降段階的に法定雇用率が引き上げられるとともに令和７年４月に

除外率の引下げが実施されることを踏まえ、今後、雇用率未達成企業の大幅な増加

が見込まれることから、特に建設業や道路貨物運送業等の除外率設定業種や新たに

雇用義務が生じる 37.5 人以上 43.5 人未満規模の中小企業へ早期の周知・啓発を実

施し、障害者の計画的な雇入れを促進する。あわせて、特に雇用義務があるにも関わ

らず障害者を１人も雇用していない企業（以下「障害者雇用ゼロ企業」という。）を

はじめ、障害者雇用の経験やノウハウが不足している企業等に対しては、ハローワ

ークと地域の関係機関が連携し、障害者雇用の実際や職場環境の整備、採用後のフ

ォローアップ等、採用の準備段階から採用後の職場定着までの一貫したチーム支援
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等を実施する。その際、企業が抱える不安や課題に応じた支援を行うこと等により、

障害者の雇入れを一層促進する。局が委託して実施する「障害者就業・生活支援セン

ター」については、障害者の就労支援における雇用施策と福祉施策を繋ぐ機能を有

しており、その役割は一層重要になっていることから、適切かつ効果的な支援を実

施するため、機能の強化を図る。 

また、令和６年４月からの特定短時間労働者（週所定労働時間が 10 時間以上 20 時

間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者）の実雇用率算定につい

て、障害者本人、事業主、関係機関に法改正の趣旨等の周知を継続する。 

 

② 公務部門における障害者の雇用促進・定着支援 

①と同様に、令和５年４月からの新たな法定雇用率が 3.0％とされ、令和６年４

月から 2.8％、令和８年７月から 3.0％と段階的に引き上げられるとともに、令和７

年４月に除外率が 10 ポイント引き下げられる予定である。公務部門においても雇用

率達成に向けた計画的な採用が行われるよう、局及びハローワークから啓発・助言

等を行う。また、雇用される障害者の雇用促進・定着支援を引き続き推進するため、

局及びハローワークにおいて、障害特性に応じた個別支援、障害に対する理解促進

のための研修等を行う。 

 
７ 就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援  

<課題>  

いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、

希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態に

あるなど、様々な課題に直面している者がいる。そのため、「第二ステージ」の２年目

である令和６年度においても、引き続き、就職氷河期世代の抱える固有の課題（希望す

る職業とのギャップ、実社会での経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々

人の状況に応じた支援に取り組む必要がある。 取組に当たっては、「あおもり就職氷河

期世代活躍支援プラットフォーム」を通じて、地方公共団体や関係団体等地域一体とな

って進める。 

また、新規学卒者等においては、おおむね新型コロナウイルス感染症拡大前の水準ま

で就職環境は改善したものの、一方で、心身の不調や家庭・経済環境の問題等の多様な

課題を抱え、就職活動に際して特別な配慮や支援を必要とする者が顕在化しており、個々

人の課題に応じたきめ細かな支援に取り組む必要がある。 

 

<取組> 
（１）就職氷河期世代に対する支援  

専門担当者によるチームを結成し、個別の支援計画に基づき、キャリアコンサルテ

ィング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策へのあっせん、求職者の適性・能力

等を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援などを計画的かつ総合的に実施する。また、
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事業所が多く立地している地域で求人開拓等の取組を集中的に実施する。 

また、就職氷河期世代も含め、就労に当たって課題を有する無業者の方々に対し、

県内３拠点（青森・八戸・弘前）に設置されている地域若者サポートステーションや

「青森県若年者就職支援センター（ジョブカフェあおもり）」を運営する県等の関係者

とも連携しながら、職業的自立に向けた継続的な支援を推進する。 

 

（２）新卒応援ハローワーク等における多様な課題を抱える新規学卒者等への支援   

就職活動に多様な課題を抱える新規学卒者等を重点的に支援することとし、学校や

関係機関とも連携しつつ、青森新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援ナビゲ

ーターによる担当者制のきめ細かな個別支援を実施する。 

また、青森県内での就職を希望する新規学卒者等を対象に、高卒者等に対しては、

企業説明会、就職ガイダンス・セミナー、企業見学会を開催し、企業や職業に対する

理解を深めるための支援を行うとともに、大卒者等に対しては、企業説明会の開催、

学校訪問による出張相談やオンラインを活用した相談等、個別支援を行う。 

 

（３）正社員就職を希望する若者への就職支援  

正社員就職を希望する若者（35 歳未満で安定した就労の経験が少ない求職者）を対

象に、ハローワークヤングプラザ等に配置された就職支援ナビゲーターによる担当者

制の職業相談、個別支援計画に基づくきめ細かな就職支援、職業訓練部門との連携に

よる能力開発支援、就職後の定着支援の実施など、ステップアップ型の計画的で一貫

した支援を通じて正社員就職の実現を図る。 
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令和６年度第２回青森地方労働審議会 事前質問・意見等一覧 

◆令和６年度青森労働局行政運営方針の取組状況について 

番号 委員名 頁 項   目 質 問 ・ 意 見 等 労 働 局 回 答 

1 中野委員 6 Ⅰ 労働行政を取り巻く情勢 

２ 労働行政取り巻く最近の

情勢 

育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び次

世代育成支援対策推進法の

一部を改正する法律の概要 

改正法によって義務化される内容を正

しく理解し、自社における制度や社内規程

などを更新することが求められる。また、

新たな制度やルールについて労働者に周

知することや、育児や介護を行う労働者に

対して適切に配慮できるように、社内研修

などを通じて啓発を行うことも重要。 

育児休業については令和 4 年 4 月から、介護休業は令和 7 年 4

月 1 日から、研修の実施や相談窓口の設置など労働者が制度を利

用しやすい雇用環境整備するとともに、対象労働者には個別の周知

や意向確認が義務付けられているところである。報告徴収によりこれ

らの措置が講じられていないことが判明した場合には是正指導を行

っている。 

改正法の円滑な施行に向けて、令和７年１月にオンライン説明会

を開催するなど、あらゆる機会を捉えて周知を図り、改正法について

の理解が深まるよう周知及び履行確保に取り組んでまいりたい。 

2 櫛引会長 8 Ⅱ 賃金の引上げに向けた

支援、非正規雇用労働者の

処遇改善等 

１ 事業場内最低賃金の引上

げを図る中小企業・小規模事

業者等の生産性向上に向け

た支援の強化 

令和６年度における業務改善助成金の交

付申請等の状況について、申請件数に対す

る助成決定件数の評価、および、どのような

ポイントで助成の可否が決まるのか、さら

に、助成に至らなかった企業へのサポートに

ついてご説明ください。 

(1)交付申請等の状況及び評価 

交付申請件数 233 件（取下げ 16 件含む） 

うち交付決定件数 62 件（決定率 28.6％） 

交付決定総額 81,132,000 円 

(評価) 

例年、青森県最低賃金改正発効前(8 月後半～9 月)に申請が集

中するが、今年度は特に前年と比べ申請件数が大幅に増加し交付

決定率も低下している。 

交付決定率の向上に努めてまいりたい。 

参考：9 月末申請件数 

R6 年度 192 件       40.1％ 

R5 年度  75 件（256％増）  52.0％ 

(2)助成の可否の主なポイント 

・事業場内最低賃金を申請コース区分毎に定める金額以上に

引き上げ、就業規則等に規定すること。 
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・生産性向上に資する設備投資等であって、その内容が交付要

綱に定めるものであること。（汎用事務機器等対象外） 

(3)助成に至らなかった企業へのサポート 

不支給事由について丁寧に説明し、改善点をアドバイスするこ

とで次回の申請に繋がるよう心掛けている。 

3 中野委員 8 Ⅱ 賃金の引上げに向けた

支援、非正規雇用労働者の

処遇改善等 

１ 事業場内最低賃金の引上

げを図る中小企業・小規模事

業者等の生産性向上に向け

た支援の強化 

業務改善助成金の制度内容（全体ではな

い事業場ごとの申請メリット）及び対象となる

設備機器内容、申請件数と交付決定件数に

乖離があるため、申請方法の更なる理解浸

透に向けたフォロー状況を教えていただきた

い。また、企業のみならず、事業場で働く従

業員にも周知をお願いしたい。 

・事業場毎の申請を可能にすることにより、事業特有の就業環境や

各地域の実情（例：顧客ニーズ、気候、地域特産品等）に即した支

援が期待できる。 

・生産性向上、労働能率増進に資する設備投資等が補助対象とな

る。 

例）高齢者福祉施設向け給食用栄養管理ソフト、 

クリーニング取次店舗向け POS レジシステム等 

・青森労働局ホームページ上に「提出書類一覧」を掲載するなど申請

者の利便性向上を図るとともに、相談に対しては、不明点を的確

に把握し、分   かりやすく回答するよう留意している。 

・労使双方における賃上げ及び生産性向上に向けた支援策の浸透

は重要であるため、引き続き最低賃金改正発効の時期等をとらえ

た効果的な周知を行ってまいりたい。 

4 中野委員 9 Ⅱ 賃金の引上げに向けた

支援、非正規雇用労働者の

処遇改善等 

２ 最低賃金制度の適切な実 

施 

大型ＬＥＤビジョン動画広告について、県

内主要３市（青森、弘前、八戸）設置場所を

教えていただきたい。 

以下の場所に設置された大型ＬＥＤビジョンに動画広告を出

している。 

【青森】 

青森県庁横 須藤ビル （青森市古川 1 丁目２１－１０） 

【弘前】 

 弘前パークホテル （弘前市土手町１２６） 

【八戸】 

 新井田四本松交差点 （八戸市新井田四本松１３－１） 
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5 中野委員 10 Ⅱ 賃金の引上げに向けた

支援、非正規雇用労働者の

処遇改善等 

３ 同一労働同一賃金の遵守

の徹底 

報告徴収の結果、正社員との待遇差があ

り、その理由の説明が不十分な企業に対し

ては、監督署による点検要請の集中的な実

施、支援策の周知を行うことにより、企業の

自主的な取組を促すことにより、同一労働同

一賃金の遵守徹底が図られることが期待で

きることから、引き続き丁寧に取組を実施さ

れたい。 

報告徴収による法違反の是正指導のほか、監督署による点検要

請の実施、法及び支援策の周知・広報により、同一労働同一賃金の

遵守徹底に向けて、引き続き丁寧に取り組んでまいりたい。 

6 中野委員 11 Ⅱ 賃金の引上げに向けた

支援、非正規雇用労働者の

処遇改善等 

４ 非正規雇用労働者の処遇

改善・正社員化を行う企業へ

の支援 

「働き方改革推進支援センター」では、専

門家によるワンストップ相談窓口、コンサル

ティング、セミナーの実施等、きめ細やかな

支援が行われるものと期待し、「多様な働き

方の実現応援サイト」についても好事例を掲

載することで、非正規雇用労働者の処遇改

善に係る事業主の取組機運の醸成が図ら

れるよう取組をお願いしたい。 

労働局で入手した情報を働き方改革推進支援センターと共有を図

り、専門家による効果的なコンサルティング等を実施している。 

引き続き働き方改革推進支援センターとの連携を強化し、コンサ

ルティング、セミナーの実施など働き方改革推進支援事業の推進に

努めることとしたい。 

また、コンサルティング等の際に多様な働き方の実現応援サイトを

紹介するなど、事業場独自の取組促進についても支援してまいりた

い。 

7 櫛引会長 11 Ⅱ 賃金の引上げに向けた

支援、非正規雇用労働者の

処遇改善等 

４ 非正規雇用労働者の処遇

改善・正社員化を行う企業へ

の支援 

令和６年度におけるキャリアアップ助成金

の申請・支給決定件数について、評価と今

後のサポートについてご説明ください。 

社会保険適用時処遇改善コースでは、申請件数は１５件、支給決

定件数は４件、正社員化コースでは、申請件数は８０件、支給決定件

数は９２件と、昨年度より、ともに増加しており、最低賃金も改定され

たことから、積極的に活用勧奨していく。 

キャリアアップ助成金については創設以降、事業所訪問や説明会

等機会を捉えた周知に取り組んでいるところであり、事業所規模の

大小にかかわらず窓口等への問い合わせも増加してきている。 

申請・支給決定件数も増加していることから、非正規雇用労働者

の処遇改善・正社員化に取り組む企業へのインセンティブツールとし

て効果を上げていると思料されることから、引き続き活用勧奨してい

く。 
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8 櫛引会長 13 Ⅲ リ・スキリング、労働移動

の円滑化等の推進 

１ リ・スキリングによる能力

向上支援 

人材開発支援助成金利用状況について、

計画届件数と支給申請件数、支給決定件数

の仕組みについて補足していただければ。

また、評価と今後のサポートについてご説明

ください。 

人への投資コースでは、高度デジタル人材の育成のための訓練

等労働者の自発的な能力開発の促進を実施した場合に助成し、事

業展開等リスキリング支援コースでは、事業展開等に伴い新たな分

野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合

に助成する。 

計画届提出後、内容（カリキュラム）によって 1 か月から 1 年間の

訓練期間を経て支給申請することから支給決定に至るまで年度をま

たぐこともある。 

計画件数、支給申請件数、支給決定件数は昨年度より増加傾向

であるが、事業所訪問等において引き続き、積極的に活用勧奨し、

企業における人材育成を支援していく。 

9 中野委員 13 Ⅲ リ・スキリング、労働移動

の円滑化等の推進 

１ リ・スキリングによる能力

向上支援 

キャリアアップ助成金で重視される「労働

者の待遇面の改善」と人材開発支援助成金

は「労働者のスキルアップ」を図ることを目的

としている制度のセットアップ的なアプローチ

での広報の取り組みを検討したらどうか。そ

の際に YouTube コマーシャルの配信を活用

するなど。 

セミナー、事業所訪問等様々な機会にて周知している結果、キャリ

アアップ助成金および人材開発助成金ともに増加傾向にあるが、今

後とも周知方法については引き続きあらゆる方法を検討しながら周

知活動を行っていく。 

10 櫛引会長 14 Ⅲ リ・スキリング、労働移動

の円滑化等の推進 

２ 成長分野等への労働移動

の円滑化 

 

ハローワークオンライン相談ブースの利

用状況についてご教示下さい。 

10 月末時点で、鰺ヶ沢町で６件、深浦町では０件である。 

11 中野委員 14 Ⅲ リ・スキリング、労働移動

の円滑化等の推進 

２ 成長分野等への労働移動

の円滑化 

若者・女性・高齢者・障害者等、様々なニ

ーズを有する働き手が、様々な観点から企

業の職場情報を横断的に検索・比較できる

Web サイトとしての利点はあるため、知名度

ご指摘の通り、人材の確保という観点、個々人がそれぞれの意欲

と能力に応じて活躍するという観点からも、円滑な労働移動を可能と

するため、職業相談窓口での職業相談時やセミナー等の場面におい

て、職場情報総合サイト（しょくばらぼ）や職業情報提供サイト（job 
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の向上強化が必要。企業側は職場情報を開

示することで自社の PR もでき、求職者側に

とってもそうした情報を公開しているクリーン

な企業を見つけることができるため、就活生

にも活用方法を周知すべき。就職倍率の見

える化。 

tag）の利用促進に向けて引き続き取り組んでいく。また、労働市場関

連情報として、職業情報やリスキリングに関する情報が以下のＵＲＬ

にとりまとまられているので有効に活用していく。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/jyouhou.html 

 

12 相木委員 18 Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力

ある職づくり 

１ フリーランスの就業環境

の整備 

今月からの新法施行に期待します。そも

そも本県において、どういった分野にフリー

ランスで働く人がどれだけいるのか、実態を

どう捉えているのか。 

報告徴収や説明会等において事業主からフリーランスとの取引の

有無について確認しており、回答事業主の約 11％がフリーランスと

の取引が有ると回答している。取引が有ると回答した発注事業者で

は、製造業、建設業が多い一方で、サービス業、情報通信業、教育

研究業等あらゆる業種で広くフリーランスとの取引が認められる。 

本県におけるフリーランス就業者数の把握にまでは至ってない

が、本年６月に公正取引委員会、厚生労働省が共同で実施した実態

調査等の結果を踏まえ、適切な就業環境整備等の促進につとめてま

いりたい。 

13 中野委員 18 Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力

ある職づくり 

１ フリーランスの就業環境

の整備 

 フリーランス法は、その適用対象となるフリ

ーランスを「特定受託事業者」という語で表

現している。この定義からすると、世間でフリ

ーランスと呼ばれる方のすべてが含まれる

わけではないものの、極めて広範な零細事

業者が「特定受託事業者」に該当し得るば

かりでなく、取引の相手方が「特定受託事業

者」に該当するか否かを確定すること自体が

困難である。よって、新法の適用対象となる

特定受託事業者か否かなど周知の工夫が

必要。望ましいとされたケアハラ対策などを

含め、分かりやすく周知していただきたい。

今後も労働局において本法の周知活動に努めるとともに、関係機

関と連携して対応を進めてまいりたい。 

受注事業者において「従業員」の有無の確認は、口頭によることも

可能であるが、発注事業者や受注事業所にとって過度な負担となら

ず、かつ、トラブル防止の観点から、記録が残る方法で確認すること

が望まれます。例えば、電子メールやＳＮＳのメッセージ機能等を用

いて受注業者に確認する方法などが考えられる。 
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保護から漏れることのないよう関係機関と連

携して対応をお願いしたい。 

14 相木委員 19 Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力

ある職づくり 

２ 仕事と育児・介護の両立

支援 

本県の男性の育休取得率２６・６％は全

国を下回る低い水準だが、５年前に２・１％

だったことを考えると大きく伸びたととらえる

こともできる。伸びた要因はどこにあると考

えるか。また政府目標は令和７年までに５

０％、さらに県が示した少子化対策では２０２

９年までに７０％という数字を出している。ど

のあたりにてこ入れが必要か。 

男性の育休取得率が伸びた要因として、「産後パパ育休制度」な

どが新設された令和 4 年 10 月施行の法改正時に、厚生労働省及び

労働局における制度周知により、企業の制度に関する理解が深まっ

たことで、人材の確保・定着のために、育休を取得しやすい環境整備

を図る企業が増加したことが要因であると考えている。 

また、政府目標の達成に向け、県内において多数を占める中小企

業・小規模企業が育休を取得しやすい環境整備を図ることが重要で

あると考えています。育児・介護休業法についての理解が深まるよう

周知及び履行確保に取り組んでまいりたい。 

15 櫛引会長 20 Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力

ある職場づくり 

２ 仕事と育児・介護の両立

支援 

（２）マザーズハローワークに

おける就職支援の強化 

 マザーズコーナーの利用状況に関する評

価をご教示ください。 

令和 6 年度（上半期）では、新規求職者数 676 人、相談件数 2765

件、就職件数 306 件、担当者制支援による就職率 99.7％と、前年度

と比較し、新規求職者数の減少の影響もあり、相談件数及び就職件

数がわずかに減少している一方で、担当者制による就職率は 1.9Ｐ

上昇している。 

コーナー設置の各所にて、自治体の施設へ出張相談の実施、ＳＮ

Ｓを活用した周知活動の推進を引き続き図る。 

16 原委員 21 Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力

ある職づくり 

３ ハラスメント防止対策、働

く環境改善等支援、女性活躍

推進 

同頁にいう「法違反」とは、労推法等によ

って事業主に義務付けられた措置義務違反

を指すものと解してよろしいでしょうか。ま

た、労推法第 30 条の 2 第 1 項及び指針（令

和 2 年 1 月 15 日厚生労働省告示第 5 号）

には事業者が講ずべき措置として、「事業主

の方針等の明確化及びその周知・啓発」含

め 4 段階の措置が挙げられていますが、同

「法違反」とは、事業主が雇用管理上講ずべき４項目を含め、不利

益取扱いの禁止、研修の実施等、事業主が義務付けられた措置義

務についての違反を指す。資料に掲げられた労推法等の報告請求・

徴収と解決援助の件数は、相談を端緒とした実施件数である。 

労推法の報告請求での違反は、「ハラスメントを行ってはならない」

旨の事業主の方針の明確化等がなされていないものが９件、相談体

制の整備に関するものが 12 件、併せて講ずべき措置（プライバシー

の保護、不利益取扱禁止の周知・啓発）が９件となっている。 
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頁掲載の数字（報告請求・徴収の件数 15

件、解決援助の件数 9 件）は、そのうちいず

れの措置を講じなかったことによる違反が多

かったでしょうか。 

紛争解決援助では、迅速な労使紛争の解決を主目的とすることか

ら、明確に違反が確認できたのは２件にとどまっているが、法違反の

可能性の高い事案については援助終了後に報告請求・徴収を実施

することとしている。 

17 中野委員 21 Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力

ある職づくり 

３ ハラスメント防止対策、働

く環境改善等支援、女性活躍

推進 

 あらゆるハラスメントを行ってはならないこ

とを法で明確にするとともに、職場内の対策

と一体的に取り組み、社会的な合意形成に

つなげることが必要。 

「ハラスメントを行ってはならない旨」を事業主方針に掲げ周知す

るなど、ハラスメント防止措置については、労働施策総合施策推進

法や男女雇用機会均等法等において事業主に措置を講じることが

義務付けられているが、報告請求、報告徴収の実施により必要な措

置が講じられていない場合には個別事業場に助言を行っている。 

また、事業者団体の各種会議や労働局主催による説明会等によ

り法や制度の内容について広く周知・啓発を行うとともに、12 月をハ

ラスメント撲滅月間とし特別相談窓口を設置するなどにより、ハラスメ

ントの防止に努めてまいりたい。 

18 中野委員 22 Ⅳ 多様な人材の活躍と魅力

ある職づくり 

３ ハラスメント防止対策、働

く環境改善等支援、女性活躍

推進 

 中小企業の負担軽減のための支援を積極

的に行い、男女間賃金格差の要因分析・是

正に向けた取り組みや、それらの「説明欄」

への記載を促すことが必要。コンサルタント

の活用や要因分析を行うためのツールの提

供などの支援についても検討すべきである。 

「女性の活躍推進企業データベース」を具

体的かつ実用的な改善が図られるよう、活

用勧奨とすでに利用企業へのフォローアッ

プをお願いしたい。 

えるぼし認定取得企業数の拡大にあた

り、課題はないか。あるとすれば、認定基準

の問題か、企業のニーズの問題か精査が必

要。 

対象となる企業には、「女性の活躍推進企業データベース」を活用

し、適切な情報更新がなされるよう指導を行っており、必要に応じて

「注釈・説明」欄の活用を働きかけている。 

御意見を踏まえ、企業において男女間賃金格差の要因分析・是正

に向けた積極的な取組がなされるよう支援強化について検討してま

いりたい。 

えるぼし認定基準については、基準を満たさない項目は２年以上

連続して実績が改善している必要があることなどから、意欲があって

も認定取得には至れないという企業が多い傾向にあるため、引き続

き、認定取得に向けた支援に取り組んでまいりたい。 
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19 櫛引会長  ★全体として ・県、経済団体、労働組合、さらに学校など、

多様なステークホルダーとの協働に関する

ビジョン、基本方針をご説明下さい。 

・本年度に入り、新規に取り組んだ企画があ

れば、ご教示ください。 

労働行政を推進する上では関係機関との協働、連携は不可欠で

あると考える。また、事業主のみならず労働者、求職者（学生含む）

等様々な方々に取組内容や制度等について知っていただく必要があ

ることから、あらゆる機会を捉えて協力依頼、周知・広報活動を行っ

ている。 

今年度は労働局 HP の改修（レイアウトやリンク先の変更）やオン

ラインを活用した説明会の開催に力を入れている。今後は SNS など

を活用した広報・周知活動を検討したいと考えている。また、「働き方

改革推進協議会」の開催方法等を見直し、働き方改革のみならず賃

金引き上げなど、開催時期に応じた課題について公労使により広く

協議する場を設けるべく検討中である。 



平成十三年政令第三百二十号 

地方労働審議会令 

内閣は、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の規定に基

づき、この政令を制定する。 

 

（名称） 

第一条 地方労働審議会（以下「審議会」という。）には、当該都道府県労働局

の名を冠する。 

 

（組織） 

第二条 審議会は、委員十八人で組織する。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を

置くことができる。 

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く

ことができる。 

 

（委員等の任命） 

第三条 委員は、労働者（家内労働法（昭和四十五年法律第六十号）第二条第二

項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。）を代表する者、使用者（同条第

三項に規定する委託者を含む。以下同じ。）を代表する者及び公益を代表する

者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。 

２ 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を

代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。 

３ 専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。 

 

（委員の任期等） 

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その

職務を行うものとする。 

４ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了し

たときは、解任されるものとする。 

５ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したと

きは、解任されるものとする。 



６ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

 

（会長） 

第五条 審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙す

る。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ

指名する委員が、その職務を代理する。 

 

（部会） 

第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働

者を代表する臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用

者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。 

４ 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員の

うちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時

委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会（その部会長が委員であるものに

限る。）の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

 

（最低工賃専門部会） 

第七条 家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会

（以下「最低工賃専門部会」という。）に属すべき委員及び臨時委員は、会長

が指名する。 

２ 前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表す

るものは、各同数とする。 

３ 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃

止するものとする。 

４ 前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。 

 

（議事） 

第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働

者関係委員（労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係



労働者を代表するものをいう。）、使用者関係委員（使用者を代表する委員及

び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。）及び

公益関係委員（公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益

を代表するものをいう。）の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、

議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したもの

の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 前二項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 

 

（庶務） 

第九条 審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。 

 

（雑則） 

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必

要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 

 

附 則 （平成二九年七月七日政令第一八五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。 



青森地方労働審議会運営規程  
規程制定 平成 13 年 10 月２日  
改  正 平成 15 年９月 10 日  
改  正 令和３年 11 月 25 日 

 
第１条 青森地方労働審議会（以下「審議会」という）の議事運営は、厚生労働

省組織令（平成 12 年政令第 252 号）第 156 条の２及び地方労働審議会令

（平成 13 年政令第 320 号）に定めるもののほか、この規程の定めるとこ

ろによる。  
 
第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、労働局長の請求があったと

き、会長が必要があると認めるとき又は委員の３分の１以上から請求があ

ったときに会長が招集する。  
  ２ 審議会は、前項の規定にかかわらず、その議事が諮問のみの場合にあっ

ては、労働局長から会長あて諮問文を発出することをもって、会議の招集

に代えることができる。  
  ３ 労働局長又は委員は､会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及

び日時を明らかにしなければならない。  
  ４ 会長は、会議を招集しようとする時は､緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも７日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び労働局長に通

知しなければならない。  
 
第３条 委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像

と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること

ができるシステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって

会議に出席することができる。  
２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第

８条第１項及び第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）に規

定する会議への出席に含めるものとする。  
３ 委員は､病気その他の理由により会議に出席することができないときは､

その旨を会長に通知しなければならない。  
 
第４条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。  
  ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるも

のとする。  



  ３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは､委員でない者の説明又は

意見を聴くことができる。  
 
第５条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が

不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は､会議を

非公開とすることができる。  
 
第６条 審議会の議事については､議事録を作成する。  
  ２ 議事録及び会議の資料は､原則として公開する。ただし、公開すること

により、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは

団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に

は、会長は､議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とすることが

できる。  
  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 
 
第７条 第２条から第６条までの規定は､地方労働審議会令第６条に規定する部

会（以下「部会」という。）及び同令第７条に規定する最低工賃専門部会

（以下「最低工賃専門部会」という。）について準用する。この場合にお

いて､「会長」とあるのは「部会長」、また、「委員」とあるのは「委員及

び臨時委員」と読み替えるものとする。  
 
第８条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書

又は議決書をその都度労働局長に送付しなければならない。  
  ２ 審議会は、厚生労働省組織令第 156 条の２第２項第２号の規定により関

係行政機関に建議したときは､その写しを労働局長に送付しなければなら

ない。  
 
第９条 審議会は、その定めるところにより、次の部会を置くこととする｡ 
  一 労働災害防止部会  
  二 家内労働部会  
   
第 10 条 部会長が委員である部会又は最低工賃専門部会が、その所掌事務につ



いて議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、

審議会が､あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に

必要とすることを定めていたときは､この限りでない。  
  ２ 審議会は、部会長が臨時委員である部会又は最低工賃専門部会の議決に

関し、会長を除いた審議会の委員及び臨時委員が当該議決の取り扱いを会

長に一任した場合、会長の決するところをもって審議会の議決とすること

ができる。  
 
第 11 条 臨時委員及び専門委員は、審議会令第 4 条第 4 項及び第 5 項に規定す

る場合のほか、会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただ

し、再任を妨げない。  
 
第 12 条 部会又は最低工賃専門部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働

者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。  
 
第 13 条 この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営

に関し必要な事項は､部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定

める。  
 
第 14 条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行なう。  
 
 
附 則  
  この規程は、平成 13 年 10 月２日から施行する。 

  この規程は、平成 15 年９月 10 日から施行する。  
  この規程は、令和３年 11 月 25 日から施行する。  
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ま

季
き

 株式会社東奥日報社 論説編集委員 
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か さ い

 聡
さ と し

 あすなろ法律事務所 弁護士 
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 素 夫
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 青森大学 社会学部 教授 
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し ぶ た
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み う

 弘前大学 人文社会科学部 助教 

奈 良
な ら

 尚 子
ひ さ こ

 奈良社会保険労務士事務所 社会保険労務士 
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は ら

 俊 之
た か ゆ き

 青森中央学院大学 経営法学部 教授 

（労働者代表委員） 
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く ど う

 公 嗣
こ う じ

 日本労働組合総連合会青森県連合会 副事務局長 

高 橋
た か は し

 博 幸
ひ ろ ゆ き

 日本労働組合総連合会青森県連合会 副会長 

堤
つ つ み

 史 子
ち か こ

 日本労働組合総連合会青森県連合会 部長 

中 野
な か の

 隼
は や と

 日本労働組合総連合会青森県連合会 事務局長 

曲
ま が

田
た

 明 香
は る か

 日本労働組合総連合会青森県連合会 執行委員 

山 内
や ま う ち

 裕 幸
ひ ろ ゆ き

 日本労働組合総連合会青森県連合会 会長代行 

（使用者代表委員） 

氏   名 所  属 ・ 職  名 

小山田
お や ま だ

 康
や す

雄
お

 一般社団法人青森県経営者協会 専務理事 

木 下
き の し た

 哲 造
て つ ぞ う

 八戸ガス株式会社 代表取締役社長 

木 村
き む ら

 和 生
か ず お

 有限会社小野印刷所 代表取締役 

小澤
こ ざ わ

 真
ま

希子
き こ

 株式会社プロクレアホールディングス 監査等委員会室長 

竹 谷
た け や

 佳
よ し

野
の

 豊産管理株式会社 代表取締役 

鳴 海
な る み

 満
み つ る

 青森三菱電機機器販売株式会社 取締役総務部長 

※掲載は 50 音順 



青森地方労働審議会 部会委員名簿 

（任期：令和５年 10 月１日～令和７年９月 30 日） 

 
労働災害防止部会 家内労働部会 

公
益
代
表 

相木  麻 季 株式会社東奥日報社 論説編集委員 葛 西  聡 あすなろ法律事務所 弁護士 

櫛引  素 夫 青森大学 社会学部 教授 奈良  尚 子 奈良社会保険労務士事務所 社会保険労務士 

渋田  美 羽 弘前大学 人文社会科学部 助教 原  俊 之 青森中央学院大学 経営法学部 教授 

労
働
者
代
表 

工藤  公 嗣 日本労働組合総連合会青森県連合会 副事務局長 高橋  博 幸 日本労働組合総連合会青森県連合会 副会長 

堤  史 子 日本労働組合総連合会青森県連合会 部長 曲田  明 香 日本労働組合総連合会青森県連合会 執行委員 

中 野  隼 日本労働組合総連合会青森県連合会 事務局長 山内  裕 幸 日本労働組合総連合会青森県連合会 会長代行 

使
用
者
代
表 

木下  哲 造 八戸ガス株式会社 代表取締役社長 小山田 康雄 一般社団法人青森県経営者協会 専務理事 

木村  和 生 有限会社小野印刷所 代表取締役 小澤 真希子 株式会社プロクレアホールディングス 監査等委員会室長 

竹谷  佳 野 豊産管理株式会社 代表取締役 鳴 海  満 青森三菱電機機器販売株式会社 取締役総務部長 

※掲載は 50 音順 



各種審議会等の組織図

１　青森地方労働審議会
（公労使各6名）

　(任期2年　10/1～9/30）

労 働 災 害 防 止 部 会
(公労使各3名)
(任期2年　10/1～9/30　会長指名）

家 内 労 働 部 会
(公労使各3名)
(任期2年　10/1～9/30　会長指名）

最 低 工 賃 専 門 部 会
(公労使各3名)
(任期は金額審議終了まで　会長指名)

男子・婦人既製服製造業 (公労使各3名)

和 服 裁 縫 業 (公労使各3名)

電 気 機 械 器 具 製 造 業 (公労使各3名)

２　青森地方最低賃金審議会
（公労使各5名、計15名）
（任期２年　4/16～4/15）

青森県最低賃金専門部会

（公労使各3名、計9名）
（任期は任命から審議終了まで）

青森県産業別最低賃金専門部会

鉄　　　　 鋼 　　　　業 （公労使各3名、計9名）

電気機械器具等製造業 （公労使各3名、計9名）
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自　動　車　小　売　業 (申出・参考人各1名から意見聴取）

鉄　　　　　鋼　　　　　業 (申出・参考人各1名から意見聴取）

電気機械器具等製造業 (申出・参考人各1名から意見聴取）

各 種 商 品 小 売 業 (申出・参考人各1名から意見聴取）

各 種 商 品 小 売 業 （公労使各3名、計9名）

自　動　車　小　売　業 （公労使各3名、計9名）

産業別最低賃金検討小委員会
（審議委員の中から会長が指名）



（諮問）法第８条第１項、第１０条

（専門部会の設置）法第２１条第１項

（調査審議）

（報告）

（調査審議）

（答申）

法第１２条第１項、則第８条

法第１２条第２項（３０日間）

決定公示

効力発生

都道府県労働局長

地方労働審議会

専門部会

地方労働審議会

都道府県労働局長
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「法」 ： 家内労働法
「則」 ： 家内労働法施行規則

【最低工賃決定の手順（概略）】


